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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第８期までの潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株予約権を発行しております

が、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高(千円) 3,122,339 2,890,916 2,476,099 6,056,553 8,828,863 

経常利益又は経常損失(△)

(千円) 
△236,842 △474,570 △332,509 △540,010 105,110 

中間純利益又は中間(当期)純

損失(△)(千円) 
△302,408 △326,851 698,269 △655,054 △4,305,694 

純資産額(千円) 792,552 5,544,103 3,277,237 2,304,604 1,584,756 

総資産額(千円) 3,810,565 6,390,147 3,999,980 3,374,839 3,349,216 

１株当たり純資産額(円) 23,642.20 82,440.32 41,682.99 49,996.95 23,449.77 

１株当たり中間純利益又は中

間(当期)純損失(△)(千円) 
△9,204.51 △6,841.77 9,305.13 △18,280.42 △74,665.34 

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額(円) 
― ― 9,251.63 ― ― 

自己資本比率(％) 20.8 86.8 81.9 68.3 47.3 

営業活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
△376,199 △564,792 △348,945 △328,191 △782,108 

投資活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
28,729 △3,136,646 1,229,077 △187,461 △3,384,977 

財務活動によるキャッシュ・

フロー(千円) 
296,425 3,221,729 77,548 404,508 3,961,740 

現金及び現金同等物の中間期

末(期末)残高(千円) 
1,868,255 1,328,447 2,560,491 1,808,156 1,602,810 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数](名) 

131 

[53] 

144 

[62] 

148 

[50] 

144 

[46] 

160 

[36] 



(2）提出会社の経営指標等 

(注)１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第８期までの潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、新株予約権を発行しております

が、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

回次 第７期中 第８期中 第９期中 第７期 第８期 

会計期間 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
10月１日 
至平成18年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成16年 
10月１日 
至平成17年 
９月30日 

売上高(千円) 2,669,437 2,388,945 2,206,606 5,238,794 6,645,710 

経常利益又は経常損失(△)

(千円) 
△163,943 △236,495 △332,879 △415,437 167,526 

中間純利益又は中間(当期)純

損失(△)(千円) 
△231,119 △45,537 676,969 △544,385 △4,436,207 

資本金(千円) 1,347,336 4,047,248 4,570,789 2,275,435 4,070,476 

発行済株式総数(株) 35,823 69,551 80,924 48,396 69,882 

純資産額(千円) 898,825 5,970,511 3,266,032 2,449,889 1,598,621 

総資産額(千円) 3,756,748 6,754,578 3,755,752 3,513,352 3,141,276 

１株当たり純資産額(円) 26,812.36 88,780.98 41,540.48 53,148.81 23,654.93 

１株当たり中間純利益又は中

間(当期)純損失(△)(千円) 
△7,034.67 △953.21 9,021.29 △15,192.00 △76,928.59 

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額(円) 
― ― 8,969.42 ― ― 

１株当たり中間(年間)配当額

(円) 
― ― ― ― ― 

自己資本比率(％) 23.9 88.4 87.0 69.7 50.9 

従業員数 

[外、平均臨時雇用者数](名) 

114 

[42] 

127 

[40] 

135 

[44] 

129 

[43] 

147 

[32] 



２【事業の内容】 

 当社グループは、㈱オープンループ(以下 当社)並びに、連結子会社８社（株式会社４社、有限会社４社）より構

成されております。  

 当中間連結会計期間における各事業セグメントの事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりであ

ります。  

＜ITセキュリティ事業＞ 

 主な事業内容及び主な関係会社の異動はありません。 

＜ゼネラルアウトソーシング事業＞ 

主な事業内容の異動はありません。前連結会計年度において持分法適用関連会社であった興和国際有限公司につ

いて、当中間連結会計期間において当社が所有する株式をすべて売却したため、関連会社ではなくなりました。 

＜セールスアウトソーシング事業＞ 

 主な事業内容の異動はありません。当中間連結会計期間において㈲グローリービジョンを100％子会社化してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間において投資事業を主たる業務として新たに設立した㈱オープンループインベストメ

ントは、当中間連結会計期間において売上が発生しておりませんので、事業の種類別セグメント上、同社の営業費

用は「消去又は全社」に含めております。 

  

３【関係会社の状況】 

(1) 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。なお、前連結会計年度に

おいて設立された㈲グローリービジョンは、当中間連結会計期間において100％子会社化したため、当中間連結

会計期間より連結の範囲に含めております。 

(注)当中間連結会計期間において投資事業を主たる業務として新たに設立しましたが、売上が発生しておりませんの

で、事業の種類別セグメント上、同社の営業費用は「消去又は全社」に含めております。  

(2) 前連結会計年度において持分法適用関連会社であった興和国際有限公司について、当中間連結会計期間において

当社が所有する株式をすべて売却したため、関連会社ではなくなりました。  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

(注)１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しており

ます。 

２．全社（共通）は、人事、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

名称 住所 
資本金 
（千円） 

主な事業の内容 
議決権の 
所有割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)           

㈱オープンループイン

ベストメント 

(注)  

東京都 

新宿区 
100,000 投資事業 100.0 

当社グループとして最大限の

投資効果を得るため相互に情

報を提供しております。  

役員の兼任  ２名 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

ＩＴセキュリティ事業 9 [―] 

ゼネラルアウトソーシング事業 50 [24] 

セールスアウトソーシング事業 59 [24] 

全社（共通） 30 [2] 

合計 148 [50] 



(2）提出会社の状況 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年３月31日現在

従業員数（名） 135 [44] 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間(平成17年10月１日～平成18年３月31日)におけるわが国経済は、世界的に進む原油高、国内

における量的緩和政策解除後の金利上昇懸念や円高の進行懸念等があるものの、雇用環境の改善、個人消費の堅調

な推移等もあり、総じて安定感のある景気回復基調が続いております。  

 

 当中間連結会計期間におきまして、売上高は前年同期比14.3％減の2,476百万円となりました。 

  連結売上高の９割強を構成するヒューマンリソーシズ事業売上におきましては、アウトソーシング市場の全般的

好調を背景に、期初より開設した支店売上等も貢献し、建築・物流・フードサービス関連等を中心に総じて堅調に

推移致しました。 

  しかしながら、ＣＲＭ関連を担うセールスアウトソーシング事業売上の回復状況が想定を下回る結果に留まった

ことを主因として、全体として同事業売上は減少致しました。 

  ＩＴセキュリティ事業におきましては、進行中プロジェクトの検収完了が当中間連結会計期間においてほとんど

発生せず、売上高は第１四半期からの微増に留まりました。 

 

 主として派遣・請負スタッフへの支払い給与から構成される売上原価は、売上高の減少に伴い、前年同期比

13.7％減の1,821百万円となりました。これにより、売上総利益は同16.2％減の654百万円となりました。 

 また、販売費及び一般管理費は、同22.5％減の952百万円となりました。前中間連結会計期間において計上され

ていた㈱ヒューマンアウトソーシングが平成電電㈱から譲り受けた営業権に関わる償却費282百万円が、当中間連

結会計期間においては発生しなかったことが、その主な減少要因となっております。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における営業損失は、前年同期比で150百万円改善し、298百万円となりまし

た。営業外収益は4百万円、営業外費用は38百万円となりました。営業外費用につきましては、新株発行費の前年

同期比14百万円の減少、そして財務体質再強化の観点より平成17年11月に発行した円建転換社債型新株予約権付社

債に関わる社債発行費26百万円の増加が、その主な内訳となっております。 

 これらを反映した経常損失は、前年同期比で142百万円改善し、332百万円となりました。  

 

 当中間連結会計期間における特別利益は、1,242百万円となりました。これは主に、㈱ヒューマンアウトソーシ

ング所有のカスタマーサービス関連業務に係る営業譲渡益970百万円、投資損失引当金を計上していた保有株式に

つき当初出資額での売却を完了したことから計上した投資損失引当金戻入益150百万円、貸倒引当金を計上してい

た取引先との売上債権につき残額の一括支払を受けたこと等から計上した貸倒引当金戻入益93百万円、そして投資

有価証券売却益24百万円からなっております。 

 また、特別損失は183百万円となりました。このうち、当社グループが認識した減損損失の金額は167百万円とな

っており、その内訳は、ＩＴセキュリティ事業開発用設備について19百万円、セールスアウトソーシング事業営業

用備品等について73百万円、本社管理用設備他について64百万円、及び㈱ヒバライバンク営業用資産について9百

万円となっております。  

 上記の特別損益並びに法人税等を反映した結果、当中間連結会計期間における中間純利益は、前中間連結会計期

間の中間純損失326百万円から黒字に転じ、698百万円となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりとなっております。 

①ＩＴセキュリティ事業 

  ＩＴセキュリティ事業における売上高は、前年同期比86.3％減の11百万円となりました。 

  当中間連結会計期間においては、システム関連の受託開発案件、ＩＴセキュリティ技術者派遣案件等による安定

的な売上の確保を図ると同時に、「ＳＩＰコールセンターシステム」「ShieldEyes-HDD」等自社開発製品・サービ

スの販売活動の強化に努めてまいりました。 

 しかしながら、プロジェクトの検収及び売上計上が当中間連結会計期間においてほとんど生じなかったこと、と

りわけ新製品の販売が不調に留まったことを理由として、売上高は前年同期比で大きく減少致しました。  



②ヒューマンリソーシズ事業（ゼネラルアウトソーシング事業及びセールスアウトソーシング事業） 

  当中間連結会計期間においては、期末から来期業容を展望しＣＲＭ関連業務売上の回復を早急に図っていく観点

から、パート・アルバイト人材の供給逼迫による競争が厳しくなる環境下、既存顧客に関わる取引のクロスセル推

進、新規顧客の開拓、業務の効率的展開等に注力致しました。旺盛な人材アウトソーシング需要を背景に機会利益

の確実な確保を企図し、平成17年11月に厚木支店、平成18年２月には上野支店を開設し、売上の確実な増加を見込

める地域への新規出店を積極的に進めました。また、募集費が上昇傾向にある中、平成17年12月には携帯電話によ

るジョブ情報の配信サイト『hibarai.comモバイル』を新設し、募集媒体の多面的な強化を図りました。一方で、

仙台広瀬通支店の仙台支店への統合や新宿西口支店の廃止等、効率的な拠点配置の見直し及びコスト構造の適正化

にも注力致しました。  

 ゼネラルアウトソーシング事業における売上高は、前年同期比0.6％増の1,241百万円となりました。前期に引き

続き、同業者間競争の激化、受注単価の下落とスタッフの確保等が課題となる環境下、軽作業・セールスプロモー

ション・フードサービス案件等の獲得が期を通じて進み、同事業の売上高は順調に増加しました。 

  セールスアウトソーシング事業における売上高におきましては、平成電電㈱とのＣＲＭ業務に関連し配置してい

た営業人員の異動、支店の統廃合を急ピッチで進めることにより、経営資源の効率的再配分に努めましたが、新規

受注等においてその効果を大きく発現するに至らず、前年同期比22.2％減の1,223百万円となりました。 

(2）財政状態 

  当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比して、650百万円増加し3,999百万円となっておりま

す。 

  現金及び預金が902百万円増加し2,574百万円となったこと等から、流動資産は914百万円増加し3,469百万円とな

った一方、有形固定資産が79百万円減少し24百万円、無形固定資産が67百万円減少し39百万円、投資その他の資産

が116百万円減少し465百万円となったことから、固定資産は263百万円減少し530百万円となりました。 

  負債合計は1,041百万円減少し722百万円となっております。短期借入金及び1年以内返済予定長期借入金の減少

により、流動負債は1,016百万円減少し623百万円となりました。また、社債の償還等により固定負債も25百万円減

少し99百万円となっております。 

 資本合計は1,692百万円増加し3,277百万円となっております。主として当中間連結会計期間に発行した転換社債

の転換完了により、資本金は500百万円増加し4,570百万円、資本剰余金は500百万円増加し2,818百万円となりまし

た。また、中間純利益698百万円の計上により利益剰余金は△4,448百万円から△3,750百万円となり、マイナス幅

は縮小しております。自己株式は前連結会計年度末と同額の360百万円となっております。  

 以上より、自己資本比率は前連結会計年度末の47.3％から34.6ポイント増加し、81.9％となっております。 

(3）キャッシュ・フローの状況 

  当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に対して

957百万円増加し、2,560百万円となりました。営業活動により348百万円を使用したものの、投資活動により1,229

百万円、財務活動により77百万円の資金を得たことによるものです。 

  明細は以下のとおりです。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

  営業活動の結果使用した資金は、348百万円（前年同期比38.2％減）となりました。 

  増加要因として、税金等調整前中間純利益726百万円、減価償却費39百万円、減損損失167百万円、売上債権の減

少134百万円等があったものの、減少要因として、貸倒引当金の減少93百万円、投資損失引当金の減少150百万円、

営業譲渡益970百万円、仕入債務の減少83百万円、未払金の減少69百万円、法人税等の支払額60百万円等があった

ことによるものです。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

  投資活動の結果得られた資金は、1,229百万円（前中間連結会計期間は3,136百万円の資金減少）となりました。

  減少要因として、投資有価証券の取得による支出213百万円、有形固定資産の取得による支出13百万円等があっ

たものの、増加要因として、投資有価証券の売却による収入432百万円、営業譲渡による収入1,000百万円等があっ

たことによるものです。 



 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  財務活動の結果得られた資金は、77百万円（前年同期比97.6％減）となりました。 

  減少要因として、短期借入金の返済による支出850百万円、社債の償還による支出30百万円、長期借入金の返済

による支出10百万円等があったものの、増加要因として、転換社債の発行による収入973百万円等があったことに

よるものです。 

  

  以上より、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加算したフリー・キャッ

シュ・フローは、前中間連結会計期間においては3,701百万円のマイナスであったのに対し、当中間連結会計期間

においては880百万円のプラスに転じております。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社のＩＴセキュリティ事業における制作作業は受注生産であり、その制作期間も短いため現在のところ生産実績

は販売実績とほぼ一致しております。従って生産実績に関しては販売実績の欄を参照して下さい。 

 また、ゼネラルアウトソーシング事業、セールスアウトソーシング事業では生産活動を行っておりません。 

(2）受注実績 

 当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．ゼネラルアウトソーシング事業においては、前日ないし前々日に受注することが多く、受注から売上計上まで

の期間が極めて短いこと、また、セールスアウトソーシング事業については、受注時の業務量がその後の顧客

の要望に合わせて変更されることが多いことにより受注規模を金額で示すことはしておりません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注)１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

ITセキュリティ事業 11,631 △86.3 ― ―  

合計 11,631 △86.3 ― ―  

事業の種類別セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％） 

ITセキュリティ事業 11,631 △86.3 

ゼネラルアウトソーシング事業 1,241,185 ＋0.6 

セールスアウトソーシング事業 1,223,283 △22.2 

合計 2,476,099 △14.3 

相手先 

前中間連結会計期間 
自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日 

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％） 

㈱もしもしホットライン 488,073 16.9 443,605 17.9 

平成電電㈱ 381,520 13.2 90,118 3.6 



３【対処すべき課題】 

  当社グループは、平成18年９月期を迎えるにあたり、「財務体質の再強化」「顧客構成の割合の見直しと再構築

による売上・利益の回復」の二点を主要課題として掲げ、安定的な経営基盤の確保を優先した上で、経営資源の適正

な再配分による業容の回復と持続的成長に向け注力してまいりました。  

 

 「財務体質の再強化」については、平成17年11月の総額1,000百万円の円建転換社債型新株予約権付社債の発行及

び全額の株式転換完了、平成18年２月の㈱ヒューマンアウトソーシングによる平成電電コミュニケーションズ㈱に対

する営業譲渡による収入1,000百万円、そして平成18年３月に決議した第三者割当による新株式及び新株予約権の発

行（同年４月、新株式199百万円、新株予約権4百万円の双方共払込を完了）を通じ、当中間連結会計期間末迄に、そ

の目的をほぼ達成することができたものと考えております。 

 当中間連結会計期間末における現金及び預金の残高は2,574百万円となる一方、負債合計残高は722百万円（総資産

に占める負債の割合18.1％）に留まることから、安定的経営のベースとしての資金余力を充分に確保し、下半期以降

の業績改善に向け、全体戦略の思い切った推進が可能な現況となっております。 

 

 「顧客構成の割合の見直しと再構築による売上・利益の回復」については、平成電電㈱に大きく傾斜配分されてい

た経営資源、とりわけＣＲＭ関連業務に従事する社員やスタッフのマンパワー及び募集費等の業務関連コストを他の

新規開拓先・既存顧客に適正に割当てるべく、その再配分を急ピッチで進めてまいりました。 

 当社売上の９割超を構成する人材アウトソーシング事業において、ゼネラルアウトソーシング事業はここ数年安定

的に推移していることからも、売上・利益双方の着実な増加が可能と考えております。一方、ＣＲＭ関連業務を主軸

とするセールスアウトソーシング事業は、平成電電㈱破綻の影響により前期から売上・利益共大きく減少したことか

ら、新規顧客の獲得と既存顧客の深耕による早期の業容回復をはかることが、現在の最重要課題となっております。

 

 当社独自の業務ノウハウが蓄積された「日払い給与振込」は、人材アウトソーシング市場が全般に好調な推移をみ

せる中、労働者層の応募意欲に強く訴求することから、募集において高い費用対効果を実現しております。またウェ

ブ、モバイル等媒体の多様化に対応した募集効率の向上にも持続的に取り組んでおり、今後その成果が現れてくるも

のと考えております。 

 また、主に平成電電㈱からＣＲＭ関連事業を他顧客にシフトする過程において減損損失として認識された事業設備

やソフトウェア等の不稼動資産の償却につき、当中間連結会計期間末迄に概ね完了したこともあり、下半期から来期

以降を展望した収益向上策の実施に向けて、経営資源を集中できる状況が整いつつあります。 

 当中間連結会計期間において業績反映には至っていないものの、月を追って急速に損益の改善がはかられている現

状からも、業績改善に向け着実に前進しているものと認識しております。 

 

 当社グループは、これまで既存事業への過度な依存が会社の中長期的な成長を担保しないとの認識のもと、ＩＴセ

キュリティ事業及び子会社の専業展開による新規事業において新分野の育成による収益源の多様化に注力してまいり

ましたが、採算ベースに達せずかつ将来的にも採算化が見込み難い案件・事業における“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”を、今般果断に実施することと致しました。 

 安定的な黒字創出構造への変貌をはかるべく、事業部門・子会社ごとに社内における計数計画を精緻に再設定の

上、「全事業部門における営業利益黒字化を来期初頭より実現する」ことを必達の課題として、「事業再編」と「コ

スト構造改革（追加的コスト削減）」の二面から、具体的施策の実行による早期の効果発現を目指しております。 

  

  第一ステップとして、厳格な計数管理に基づき、①人件費・賃借料・償却費等の販売費及び一般管理費削減を中核

としたコスト構造改革の実施、②不採算事業の再構築ないし撤退、安定収益事業の強化を軸とした事業再編の実施、

により企業体質を改善し、月間ベースで安定的な営業黒字計上の目処をたてることに、鋭意注力しております。 

 営業黒字の安定的な創出を達成した段階で、第二ステップとして中長期的成長を大きく加速する積極策への移行を

展望してまいりたいと考えております。 



 「事業再編」と「コスト構造改革(追加的コスト削減）」における具体的施策に関しては、以下を策定の上、鋭意

実行に着手しております。 

 既に当中間連結会計期間末迄に不稼動資産の償却等をほぼ終えている当社の現状に照らし、その着実な実行によ

り、比較的短期間において施策効果の顕在化による業績の改善傾向を認識できるようになるものと考えております。

 なお、いずれも実施の状況及び達成効果を定期的に精査し、想定した効果が得られない事業ないし子会社において

は、迅速な経営判断に基づく業務の清算ないし撤退を検討してまいります。 

 

□「事業再編」  

 

 当社グループの主力事業となる人材アウトソーシング業務部門においては、ＣＲＭ関連事業において平成電電㈱に

傾斜配分されていた超過キャパシティの是正をはかりつつ、同時に売上高及び利益の絶対額の伸長をはかるための営

業強化を進めてまいります。 

 またＩＴセキュリティ事業及びグループ子会社においては、営業黒字化実現の観点から、以下に基づく担当事業の

再編をはかります。  

  

（ヒューマンリソーシズ事業） 

〔全体〕 

①営業内勤社員の外勤への人事異動・営業配属新入社員の採用強化による、新規・既存営業キャパシティの拡大 

②拠点ネットワークの再構築 

－ 不採算支店の選別・統廃合（仙台広瀬通支店を仙台支店へ統合/新宿西口支店を廃止。当期内の追加実施を 

  検討中） 

－ 採算性の見込める地域への積極出店（厚木支店/上野支店を新設。採算性の検証後、追加出店を随時検討） 

③営業サポート部門の再構築 

－ データ入力部門と請求事務部門の一体化（内勤業務の効率化を推進） 

－ ウェブ・モバイル募集機能の一層の高度化（費用対効果の高い効率的な募集活動の推進） 

〔セールスアウトソーシング事業〕 

 ①平成電電㈱に傾斜配分されていた経営資源の再配置（人員削減・人員異動による最適化）をスピードアップ 

 ②とりわけ前期においてノウハウ構築を進めた、営業～成約～現場管理に至る一連の業務を一括で受託する 

「日払いベースによる包括的ＣＲＭシステム」の販売を強化 

〔ゼネラルアウトソーシング事業〕 

全体方針に基づき更なる成長をはかるための、新規顧客開拓及び既存顧客向けクロスセルの持続的強化 

 

（ＩＴセキュリティ事業） 

 これまでの先行投資負担による赤字が継続していることから、主要業務を自社製品・サービスの新規開発業務から

全面的にシフトし、ＩＴセキュリティ関連コンサルティング/ ＩＴ技術者派遣等の低固定費・高粗利業務に特化す

る。併せて人員及びプロジェクト関連経費の削減を実施し、少人数体制による運営のもと営業利益の計上を実現す

る。  

 

（グループ子会社） 

① ㈱ヒバライバンクにおいては、自社開発となる日次給与決済ソフトウェア「hibarai Engine」関連の先行投資 

 を終了し、当面は収支の均衡をはかることによる営業黒字化を目標とする。不採算分野であった同製品のＡＳＰ 

 （Application Service Provider)提供業務からは撤退し、今後はパッケージ販売・保守業務に特化する。 

 加えて、同社の展開事業を上記ソフト販売及び、金融ファイナンスサービス及びアルバイト採用コンサルティ 

 ングの三業務に集約し、人員削減及び関連コスト削減により赤字体質からの脱却をはかる。 

②㈱トラスト・エスピー・キューブにおいては、セールスプロモーション・採用代行事業の成長性が期待できる 

 ことから、コスト構造の見直しを主眼に収益部門への転換を図る。大阪営業所の人員削減を実施すると同時に、 

 取引先及び取引の精査による不採算案件の中止ないし撤退を通じ、黒字体質への早期転換を図る。  



□「コスト構造改革（追加的コスト削減）」  

 

 コスト削減につきましては、グループ全体の営業費用削減を狙いとした経営コスト削減プロジェクトを前期より継

続的に実施しておりましたが、この度更に抜本的な追加削減策を講じることと致しました。 

 すなわち、削減効果の早期発現を第一目的とし、費用対効果の観点から適用において例外を一切設けず、全業務を

対象とすることを社内ルールとして規定し、定期的な精査を実施し削減効果の乏しい案件については直ちに適切な削

減強化策を追加してまいります。 

 あくまで効果の発現を第一とし、施策の進捗状況を毎週開催される経営会議等を通じて定期的にフォローすると共

に、最終的に取締役会において、施策の費用対効果及び追加策実施の有無についてタイムリーかつ柔軟な経営判断を

行ってまいります。 

 パート・アルバイト採用難が加速する昨今の事業環境下においては、主にスタッフ給与から構成される売上原価に

関しては大きな削減をはかることが競争上困難な側面もあり、効率的な募集強化をはかりつつ、如何に販売費及び一

般管理費の削減を実施していくかが、グループ全体の利益向上の鍵となると考えております。 

 

 当社の販売費及び一般管理費の対売上高比率は、当中間連結会計期間において38.4％に達しております。 

 これを上述の諸施策の早急なる実施、すなわち、 

①拠点の移転・統廃合による賃借料の削減 

②人員削減・配置転換による人件費の削減 

③不稼働資産の償却および不採算事業の廃止による固定費の削減 

等の実施により、来期は当該比率を25％前後まで引き下げ、かつ当該水準のもとグループの全業務が適正に運営可能

な体制を構築する予定であります。 

 試算において、月間ベースでは①で約５百万円、②で約13百万円、③で約５百万円程度の削減効果が期待できるこ

とから、年間では約280百万円の販売費及び一般管理費削減を図れるものと想定しております。 

 なお上記①に関しては、東京支社の移転を平成18年５月末、また札幌本社の縮小（延床面積を半減）を６月末に、

それぞれ実施しております。  

 また、製品開発・サービス向上のため先行投下する新規費用等については、収益性及び費用対効果の観点より、案

件ごとに精査の上慎重に判断すると共に、利益率を高めるべく固定費の発生を最小限にとどめ、業務における外注活

用の強化等を進めてまいります。  

 

 なお、当社は現状において、ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場における猶予期間銘柄として株

式が取引されております。㈱大阪証券取引所に対し申請中の解除審査において、残念ながら現時点におきましては、

猶予期間銘柄の指定解除に至っておりません。 

  猶予期間の終期（平成18年９月30日）が近づいている現状を鑑み、当中間連結会計期間における当社経営の現

況、及び遂行中の上記戦略につき、㈱大阪証券取引所に対するご説明に努めると共に、上場企業として相応しい経営

管理体制のもと業容の改善を着実にはかっていくことにより、猶予期間解除に向け役職員一同、最大限の努力を傾注

してまいります。  

４【経営上の重要な契約等】 

  当社グループは、前連結会計年度において、平成電電㈱との平成17年２月における基本合意に基づき、同社との間

でテレマーケティング業務、カスタマーサービス関連業務、ＩＴセキュリティ関連業務において業務提携関係に入り

ましたが、平成17年10月３日に平成電電㈱が東京地方裁判所へ民事再生手続開始の申立てを行ったことに起因し（な

お、平成18年４月18日付で同手続は廃止）、当中間連結会計期間において平成電電㈱及びグループ企業との業務提携

関係は終了しております。詳細は以下の通りです。  

  

(1) 業務提携関係 

  当社グループは、平成17年２月の基本合意に基づき、平成17年３月16日に平成電電㈱との間でテレマーケティ

ング（アウトバウンド）業務の優先的発注及びＩＴセキュリティ関連業務における協業を内容とする業務提携契

約を締結し、事業を行っておりました。 

  しかしながら、平成17年10月３日の民事再生手続開始の申立て後、平成電電㈱は当社グループに対して、テレ



マーケティング（アウトバウンド）業務に係る契約の解除を通告し、当該業務は終了致しました。また、ＩＴセ

キュリティ関連業務における協業も完了しております。 

  

(2) 営業譲受及び譲渡関係 

  平成17年２月の基本合意に基づき、当社連結子会社である㈱ヒューマンアウトソーシングは、平成17年３月に

平成電電㈱から、同社のカスタマーサービス（インバウンド）関連業務及びそれと類似する事業の営業譲渡を受

け、事業を行っておりました。 

  平成17年10月３日の民事再生手続開始の申立て後、平成電電㈱は平成17年10月21日に㈱ヒューマンアウトソー

シングに対する業務運営委託契約を解除しました。 

  しかしながら、平成電電㈱は、営業譲渡契約において、自ら（関連会社を通じて行う場合も含む）本件営業及

びそれと類似する事業を行わない旨を合意していたにもかかわらず、上記合意に違反して自ら本件営業を開始し

ました。 

  このため㈱ヒューマンアウトソーシングは、営業譲渡契約に基づき、平成電電㈱が自ら（関連会社を通じて行

う場合も含む）本件営業およびそれと類似する事業を行ってはならない旨の仮処分決定を求める申立てを平成17

年11月７日付で行い、本申立てに対し東京地方裁判所より、平成17年12月28日付で仮処分の決定が出されまし

た。 

  上記を受け、平成電電㈱及び同社スポンサーとして発表されていたドリームテクノロジーズ㈱とその後の対応

を交渉しておりましたが、本件営業をドリームテクノロジーズ（株）の100％子会社である平成電電コミュニケ

ーションズ㈱に譲渡することが最良であるとの判断に至り、本件営業を譲渡致しました。 

  本営業譲渡の完了により、カスタマーサービス（インバウンド）関連業務においても、業務上の関係が終了致

しました。 

５【研究開発活動】 

該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(注) 提出日現在の発行数には平成18年６月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 250,000 

計 250,000 

種類 
中間会計期間末現在
発行数(株) 

（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数(株) 
（平成18年６月28日） 

上場証券取引所名 内容 

普通株式 80,924 87,056 

㈱大阪証券取引所 

ニッポン・ニュー・マー

ケット―「ヘラクレス」 

－ 

計 80,924 87,056 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19に基づく特別決議による新株引受権 

（平成12年12月18日定時株主総会決議） 

 平成12年12月19日発行の新株予約権につきましては、行使期間が平成17年12月31日に終了しました。 

（平成13年12月17日定時株主総会決議） 

② 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

（平成14年12月17日定時株主総会決議） 

 （平成14年２月７日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 25個 25個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 25株 25株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 701,056円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年１月１日から 

平成18年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  701,056円 

資本組入額 350,528円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

平成13年12月17日開催の定時株主総会

決議および同日開催の取締役会決議に

基づき、当社と対象取締役および従業

員との間で締結する新株引受権付与契

約に定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株引受権の譲渡、質入れその他一切

の処分は認めないものとする。 
同左 

 （平成15年６月６日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 1,770個 1,770個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 1,770株 1,770株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき  79,500円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日から 

平成20年１月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額   79,500円 

資本組入額  39,750円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。

対象者が死亡した場合には、新株予約

権の相続は認められないものとする。

退任及び退職の場合の取扱い、その他

の権利行使条件については、平成14年

12月17日開催の株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株予約権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切

の処分は認めないものとする。 
同左 



（平成15年12月17日定時株主総会決議） 

 （平成16年２月27日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 3,364個 3,359個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 3,364株 3,359株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 154,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年１月１日から 

平成25年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  154,000円 

資本組入額  77,000円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。

対象者が死亡した場合には、新株予約

権の相続は認められないものとする。

退任及び退職の場合の取扱い、その他

の権利行使条件については、平成15年

12月17日開催の株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株予約権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切

の処分は取締役会の承認を要する。 
同左 

 （平成16年12月14日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 932個 920個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 932株 920株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 161,800円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年１月１日から 

平成25年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  161,800円 

資本組入額  80,900円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。

対象者が死亡した場合には、新株予約

権の相続は認められないものとする。

退任及び退職の場合の取扱い、その他

の権利行使条件については、平成15年

12月17日開催の株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株予約権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切

の処分は取締役会の承認を要する。 
同左 



（平成16年12月17日定時株主総会決議） 

 (イ) 

 (ロ)平成17年３月８日発行の新株予約権につきましては、新株予約権割当契約書の行使できない条項に該当したため、

平成17年10月17日付にて放棄がなされ消滅しております。 

  

（平成17年５月20日臨時株主総会決議） 

平成17年６月３日発行の新株予約権につきましては、新株予約権割当契約書の行使できない条項に該当したため、

平成17年10月17日付にて放棄がなされ消滅しております。 

（平成17年11月９日取締役会決議） 

平成17年11月25日に円建転換社債型新株予約権付社債が発行されましたが、当中間連結会計期間において新株予約

権が全て行使され、普通株式への転換が完了しております。 

 （平成17年２月８日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 2,920個 2,920個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 2,920株 2,920株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 205,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年２月９日から 

平成26年12月16日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  205,000円 

資本組入額 102,500円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

各新株予約権の一部行使はできない。

対象者が死亡した場合には、新株予約

権の相続は認められないものとする。

退任及び退職の場合の取扱い、その他

の権利行使条件については、平成16年

12月17日開催の株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株予約権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入れその他一切

の処分は取締役会の承認を要する。 
同左 



（平成18年３月27日取締役会決議） 

 （注）１．上記の新株予約権の目的となる株式の数は、平成18年５月31日時点の条件で記載。 

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を

移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」と総称する。）する数は、行使請求に係

る新株予約権の数に1,000万円を乗じ、これを行使価額（以下に定義する。）で除した数とする。但し、行使に

より生じる1 株の100 分の１未満の端数は原則として切捨て、現金による調整は行わない。新株予約権の行使

により端株が発生する場合 には、商法に定める端株の買取請求権が行使されたものとして現金により精算す

る。  

３．新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

(1) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使請求に係る新株予約権の数に1,000 万円を乗じた額

とする。 

(2) 新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株あたりの金額（以下「行使価額」という。）は、当初、

79,000 円とする。 

（イ）行使価額の修正 

行使価額は、本新株予約権発行の翌取引日以降、各行使日（以下、「修正日」という。）において、(1)修正日

前日までの各3連続取引日（修正日前日を含み、終値のない日を除く。）の、大阪証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の単純平均値、又は(2) 修正日前日までの各７連続取引日（修正日前日を含み、終値の

ない日を除く。）の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値のいずれか低いほう

の90%で、呼値の刻み未満を切捨てた金額に修正される。但し、行使価額は237,000円（下記（ロ）により行使

価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整される。）を上回らず、63,200 円(以下「当初下

限価額」という。)（下記（ロ）により行使価額が調整される場合、行使価額と同時に、同じ割合で調整され

る。）（以下「下限価額」という。）を下回らないものとする。なお、連続した10 取引日のブルームバーグサ

ービスのエクイティーVAPページにおける、当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格（以下「VWAP」とい

う。）の単純平均値が下限価額を下回った場合、下限価額は、その翌取引日より、下限価額の70%又は当初行使

価額の50%のいずれか高い方の額に再度設定されるものとする。本項に基づき修正された行使価額は修正日（修

正日当日を含む）より有効となり、修正日当日の行使請求も修正された行使価額に基づいて行われるものとす

る。 

（ロ）行使価額の調整 

行使価額は、新株予約権の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額で当社普通株式

を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において「既発行株式数」は当社

の発行済普通株式総数（当社が保有するものを除く。）をいう。              

               既発行       A 

         株式数＋―――――― 

調整後   調整前     時価 

転換価額 ＝ 転換価額×―――――――― 

               B    

          

A=（新規発行・処分株式数）×（１株あたりの発行・処分価額） 

B=（既発行株式数）＋（新規発行・処分株式数） 

 

 また、当社は、当社普通株式の分割・併合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券若

しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する

場合等にも適宜行使価額を調整する。 

 （平成18年４月12日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 ― 165個 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 ― 41,772株 （注）1、2 

新株予約権の行使時の払込金額 ― １個につき10,000,000円 

新株予約権の行使期間 ― 
平成18年４月13日から 

平成20年４月11日から 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

― 

 １個につき 

発行価額  10,000,000円 

資本組入額  5,000,000円 

 （注）3、4 

新株予約権の行使の条件 ― 各新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ― 



４．資本組入額 

当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とす

る。   

③ 合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ19に基づく特別決議による新株引受権 

（平成12年８月31日株式会社トラストワーク定時株主総会決議） 

（平成13年４月10日株式会社トラストワーク臨時株主総会決議） 

 （平成12年10月８日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 61個 61個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 61株 61株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 173,913円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成13年８月１日から 

平成20年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額  86,957円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位

を失った場合は原則として権利行使は

不能。 

その他の権利行使条件については、平

成12年８月31日開催の定時株主総会決

議およびその後の取締役会決議に基づ

き、当社が対象者との間で締結する新

株引受権付与契約において定めるもの

とする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定は禁止。 同左 

 （平成13年６月１日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 333個 333個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 333株 333株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 173,913円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成13年８月１日から 

平成20年７月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額  86,957円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位

を失った場合は原則として権利行使不

能。 

その他の権利行使条件、平成13年４月

10日開催の臨時株主総会決議およびそ

の後の取締役会決議に基づき、当社が

対象者との間で締結する新株引受権付

与契約において定めるものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定は禁止。 同左 



（平成13年８月30日株式会社トラストワーク定時株主総会決議） 

④ 合併によりその義務を承継した旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

（平成14年８月30日株式会社トラストワーク定時株主総会決議） 

 （平成13年10月１日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 529個 529個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 529株 529株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 260,870円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年４月１日から 

平成23年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  260,870円 

資本組入額 130,435円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位

を失った場合は原則として権利行使不

能。 

その他の権利行使条件については、平

成13年８月30日開催の定時株主総会決

議およびその後の取締役会決議に基づ

き、当社が対象者との間で締結する新

株引受権付与契約に定めるものとす

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定は禁止。 同左 

 （平成14年10月６日発行） 
中間会計期間末現在 

（平成18年３月31日） 

提出日の前月末現在 

（平成18年５月31日） 

新株予約権の数 761個 761個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 761株 761株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 173,913円 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年４月１日から 

平成23年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行 

する場合の株式の発行価額及び資本 

組入額 

１株につき 

発行価額  173,913円 

資本組入額  86,957円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

被付与者が取締役または使用人の地位

を失った場合は原則として権利行使不

能。 

その他の権利行使条件については、平

成14年８月30日開催の定時株主総会決

議およびその後の取締役会決議に基づ

き、当社が対象者との間で締結する新

株引受権付与契約に定めるものとす

る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡及び担保権の設定は禁止。 同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(注)１．転換社債の株式転換によるものであります。 

  ２．新株予約権の行使によるものであります。 

３．平成18年４月12日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が2,739株、資本金及び資

本準備金がそれぞれ99,973千円増加しております。 

４．平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,393株、

資本金及び資本準備金がそれぞれ75,172千円増加しております。 

(4）【大株主の状況】 

（注）上記のほか、自己株式が2,301.1株あります。 

年 月 日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高
（株） 

資本金 
増減額 
（千円） 

資本金 
残高 
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金 
残高 
（千円） 

平成17年10月１日 

～平成18年３月31日  

(注)１ 

11,032 80,914 499,915 4,570,391 500,084 1,538,361 

平成17年10月１日 

～平成18年３月31日  

(注)２ 

10 80,924 397 4,570,789 397 1,538,759 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号 6,676 8.24 

ＮＩＳ証券株式会社  東京都新宿区西新宿1-6-1  3,158 3.90 

駒井 滋 東京都新宿区 1,780 2.19 

立花証券株式会社  東京都中央区日本橋茅場町１丁目13-14  1,096 1.35 

大和証券株式会社  東京都千代田区大手町２丁目6-4  1,071 1.32 

木本 学俊  東京都台東区 1,063 1.31 

ケービーシーユーケーサブケービーシー

インベストメンツバスケ 

（常任代理人 株式会社三井住友銀行資

金証券サービス部）  

東京都千代田区丸の内１丁目3-2  1,000 1.23 

クレディアグリコールインドスエズロー

ザンヌ 

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 カ

ストディ業務部 
984 1.21 

松井証券株式会社（業務口）  東京都千代田区麹町1-4 917 1.13 

吉原 章秀  福島県郡山市 845 1.04 

計 － 18,590 22.97 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

(注)１．「完全議決権株式数（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が３株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。 

２．端株には当社所有の自己株式0.1株が含まれております。 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  2,301 －  － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 78,615 78,615 － 

端株 普通株式 8 － － 

発行済株式総数 80,924 － － 

総株主の議決権 － 78,615 － 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数 
（株） 

他人名義 
所有株式数 
（株） 

所有株式数の 
合計 
（株） 

発行済株式総数に対す
る所有株式数の割合

（％） 

株式会社 

オープンループ 

北海道札幌市中央区北一

条西三丁目２番地 
2,301 ― 2,301 2.84 

計 － 2,301 ― 2,301 2.84 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

(注) 最高・最低株価は、㈱大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」におけるものでありま

す。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 147,000 169,000 155,000 132,000 121,000 98,800 

最低（円） 77,000 101,000 92,000 86,400 61,100 69,000 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成16年10月１日から平成17年３月31日まで）の中間財務諸表につ

いて、監査法人トーマツにより、また、当中間連結会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間

連結財務諸表及び当中間会計期間（平成17年10月１日から平成18年３月31日まで）の中間財務諸表について、 

ビーエー東京監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の会計監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間  監査法人トーマツ 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  ビーエー東京監査法人 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※２  1,398,145   2,574,954   1,672,513  

２．売掛金   1,060,331   653,763   788,662  

３．たな卸資産   1,705   8,649   4,538  

４．営業投資有価証
券    ―   20,256   ―  

５．その他    139,078   221,825   203,638  

貸倒引当金   △26,719   △9,620   △114,030  

流動資産合計   2,572,541 40.3  3,469,828 86.7  2,555,321 76.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１  284,186   24,573   104,372  

２．無形固定資産           

(1）ソフトウェア  295,615   ―   76,354   

(2）営業権  2,616,693   15,000   18,000   

(3）ソフトウェア仮
勘定  ―   11,935   ―   

(4）その他  12,437 2,924,746  13,008 39,944  13,465 107,819  

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  416,786   177,232   441,023   

(2）長期貸付金  31,929   ―   ―   

(3）破産更生債権等  ―   1,674,113   1,663,231   

(4）その他  172,663   148,629   150,909   

貸倒引当金  △12,707   △1,534,342   △1,523,460   

投資損失引当金  ― 608,672  ― 465,634  △150,000 581,703  

固定資産合計   3,817,605 59.7  530,152 13.3  793,895 23.7 

資産合計   6,390,147 100.0  3,999,980 100.0  3,349,216 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   84,212   157,648   241,270  

２．短期借入金    ―   ―   850,000  

３．１年以内償還予定
社債   60,000   60,000   60,000  

４．１年以内返済予定
長期借入金 

※２  121,372   ―   10,100  

５．賞与引当金   42,494   46,842   49,604  

６．未払金   189,986   92,239   ―  

７．その他    141,089   266,667   428,848  

流動負債合計   639,154 10.0  623,397 15.6  1,639,824 49.0 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   150,000   90,000   120,000  

２．長期借入金 ※２  30,822   ―   ―  

３．繰延税金負債   22,930   303   4,013  

４. その他   506   9,042   621  

固定負債合計   204,259 3.2  99,345 2.5  124,635 3.7 

負債合計   843,414 13.2  722,742 18.1  1,764,460 52.7 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（少数株主持分）           

少数株主持分   2,629 0.0  ― ―  ― ― 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   4,047,248 63.3  4,570,789 114.3  4,070,476 121.5 

Ⅱ 資本剰余金   3,965,648 62.1  2,818,340 70.4  2,317,857 69.2 

Ⅲ 利益剰余金   △2,140,490 △33.5  △3,750,044 △93.8  △4,448,314 △132.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   33,548 0.5  △1,769 △0.0  5,872 0.2 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △1,774 △0.0  ― ―  △1,058 △0.0 

Ⅵ 自己株式   △360,077 △5.6  △360,077 △9.0  △360,077 △10.8 

資本合計   5,544,103 86.8  3,277,237 81.9  1,584,756 47.3 

負債、少数株主持分
及び資本合計   6,390,147 100.0  3,999,980 100.0  3,349,216 100.0 

           



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   2,890,916 100.0  2,476,099 100.0  8,828,863 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,110,436 73.0  1,821,775 73.6  6,070,278 68.8 

売上総利益   780,479 27.0  654,324 26.4  2,758,585 31.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,229,282 42.5  952,326 38.4  2,624,817 29.7 

営業利益又は営業損失
(△)   △448,802 △15.5  △298,002 △12.0  133,767 1.5 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  506   193   828   

２．受取手数料  ―   1,292   1,900   

３．保険解約益  923   ―   4,123   

４．消費税還付加算金  ―   1,399   ―   

５．備品等売却収入  ―   522   ―   

６．その他  3,701 5,131 0.2 1,057 4,465 0.2 6,208 13,061 0.2 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  4,313   3,476   8,662   

２．新株発行費  20,320   5,332   21,404   

３．社債発行費  ―   26,745   ―   

４．支払手数料  1,466   411   2,452   

５．デリバティブ評価損  716   ―   692   

６．その他  4,082 30,898 1.1 3,006 38,971 1.6 8,507 41,718 0.5 

経常利益又は経常損失
(△)   △474,570 △16.4  △332,509 △13.4  105,110 1.2 

Ⅵ 特別利益           

１．投資有価証券売却益  275,699   24,258   299,431   

２．固定資産売却益 ※２ 60   ―   ―   

３．関係会社株式売却益   ―   3,480   ―   

４．営業譲渡益 ※４ ―   970,937   ―   

５．投資損失引当金戻入益   ―   150,000   ―   

６. 貸倒引当金戻入益  10,889 286,649 9.9 93,528 1,242,204 50.1 ― 299,431 3.4 

Ⅶ 特別損失           

１．投資有価証券売却損  21,468   1,523   49,734   

２．投資有価証券評価損  23,765   14,499   77,188   

３．固定資産除却損 ※３ ―   ―   319,799   

４. 営業権償却  29,902   ―   2,332,631   

５．本社移転費用  ―   ―   36,130   

６．建設協力金償却  46,000   ―   64,381   

７. 事務所閉鎖損失  ―   ―   59,426   

８. 減損損失 ※５ ―   167,176   ―   

９. 投資損失引当金繰入額  ―   ―   150,000   

10. 貸倒引当金繰入額  ― 121,136 4.2 ― 183,199 7.4 1,587,174 4,676,465 53.0 

税金等調整前中間純利
益又は税金等調整前中
間(当期)純損失(△) 

  △309,057 △10.7  726,496 29.3  △4,271,924 △48.4 

法人税、住民税及び事
業税    19,342 0.7   28,226 1.1   37,948 0.4 

少数株主損失   1,548 0.1  ― ―  4,178 0.0 

中間純利益又は中間
(当期)純損失(△)   △326,851 △11.3  698,269 28.2  △4,305,694 △48.8 

           



③【中間連結剰余金計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,193,835  2,317,857  2,193,835 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

  １．増資による新株の発行  1,771,813  397  1,795,041  

  ２．転換社債の転換による 

 増加高 
 ― 1,771,813 500,084 500,482 ― 1,795,041 

Ⅲ 資本剰余金減少高        

  欠損てん補のための 

    資本準備金取崩高 
  ―  ―  1,671,018 

Ⅳ 資本剰余金中間期末（期

末）残高 
  3,965,648  2,818,340  2,317,857 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △1,813,639  △4,448,314  △1,813,639 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

  １．欠損てん補による 

 資本準備金からの振替高 
 ―  ―  1,671,018  

  ２．中間純利益  ― ― 698,269 698,269 ― 1,671,018 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

    中間（当期）純損失   326,851  ―  4,305,694 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）

残高 
  △2,140,490  △3,750,044  △4,448,314 

        



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 
    

税金等調整前中間純利益又は税金

等調整前中間(当期)純損失（△) 
 △309,057 726,496 △4,271,924 

減価償却費  418,819 39,391 807,934 

連結調整勘定償却  1,221 1,486 2,513 

貸倒引当金の増減額  △10,889 △93,528 1,587,174 

賞与引当金の増減額  ― △2,762 49,604 

投資損失引当金の増減額  ― △150,000 150,000 

受取利息及び受取配当金  △506 △194 △1,433 

支払利息  4,313 3,476 8,662 

新株発行費  20,320 5,332 21,404 

社債発行費  ― 26,745 ― 

固定資産除却損  ― ― 319,799 

建設協力金償却  46,000 ― 64,381 

本社移転費用  ― ― 36,130 

固定資産売却益  △60 ― ― 

投資有価証券評価損  23,765 14,499 77,188 

投資有価証券売却益  △275,699 △24,258 △299,431 

投資有価証券売却損  21,468 1,523 49,734 

関連会社株式売却益   ― △3,480 ― 

営業権償却（特別損失）  ― ― 2,332,631 

営業譲渡益  ― △970,937 ― 

減損損失  ― 167,176 ― 

売上債権の増減額  △417,791 134,899 △152,490 

たな卸資産の増減額  5,108 △4,011 2,275 

未収消費税等の増減額  △90,713 103,611 △108,761 

前払費用の増減額  8,028 12,800 △9,791 

破産更生債権等の増加額  ― △10,882 △1,637,877 

仕入債務の増減額  △50,341 △83,622 106,716 

未払金の増減額  68,968 △69,095 61,252 

未払費用の増減額  8,606 △8,064 17,498 

未払消費税等の増減額  △44,319 4,694 54,424 

その他  15,505 △106,718 △28,542 

小計  △557,241 △285,420 △760,925 

利息及び配当金の受取額  497 185 815 

利息の支払額  △4,038 △2,752 △10,093 

法人税等の支払額  △3,998 △60,958 △11,905 

営業活動によるキャッシュ・ 

フロー 
 △564,792 △348,945 △782,108 

 



  
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・ 

フロー 
    

定期預金の預入による支出  ― ― △39,625 

定期預金の払出による収入  ― ― 39,619 

投資有価証券の取得による支出  △221,300 △213,615 △544,423 

投資有価証券の売却による収入  194,150 432,455 380,025 

関連会社株式の売却による収入  ― 9,782 ― 

子会社株式の取得による支出   △1,190 ― △3,532 

連結範囲の変更を伴う子会社への

出資による支出 
  ― △1,172 ― 

貸付金の回収による収入  8,871 18,398 9,332 

有形固定資産の取得による支出  △35,029 △13,909 △100,645 

有形固定資産の売却による収入  185 ― 194 

無形固定資産の取得による支出  △44,171 △2,695 △54,675 

営業譲受による支出   △3,000,000 ― △3,006,500 

営業譲渡による収入   ― 1,000,000 ― 

敷金・保証金の増加  △29,506 △3,967 △50,469 

敷金・保証金の減少  3,890 4,631 6,223 

その他  △12,544 △830 △20,499 

投資活動によるキャッシュ・ 

フロー 
 △3,136,646 1,229,077 △3,384,977 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・ 

フロー 
    

短期借入金の純増減額  △166,900 △850,000 683,100 

長期借入金の返済による支出  △85,807 △10,100 △227,901 

転換社債の発行による収入  ― 973,255 ― 

社債の償還による支出  △30,000 △30,000 △60,000 

株式の発行による収入  3,523,306 397 3,568,679 

割賦債務支払による支出  △18,869 △1,069 △2,138 

その他  ― △4,934 ― 

財務活動によるキャッシュ・ 

フロー 
 3,221,729 77,548 3,961,740 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

（△減少額） 
 △479,709 957,680 △205,345 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,808,156 1,602,810 1,808,156 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
※ 1,328,447 2,560,491 1,602,810 

     



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 ────── 当社グループは、前連結会計年度において

4,305,694千円の当期純損失を計上しまし

た。また、当中間連結会計期間においては、

最終的に中間純利益698,269千円を計上した

ものの、営業損失として298,002千円、経常

損失として332,509千円を計上しておりま

す。 

  営業活動によるキャッシュ・フローについ

ては、前連結会計年度△782,108千円、当中

間連結会計期間も △348,945千円と連続して

マイナスとなっております。 

  以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

  

  当該状況に対応すべく、当社グループは、

「財務体質の再強化」と「顧客構成の割合の

見直しと再構築による売上・利益の回復」に

取り組んでおります。 

 「財務体質の再強化」については、平成17

年11月の総額1,000百万円の円建転換社債型

新株予約権付社債の発行及び全額の株式転換

完了、平成18年２月の㈱ヒューマンアウトソ

ーシングによる営業譲渡による収入1,000百

万円、そして平成18年３月に決議した第三者

割当による新株式及び新株予約権の発行（同

年４月、新株式199百万円、新株予約権4百万

円共払込を完了）を通じて、安定的経営のベ

ースとなる財務基盤の確保をほぼ達成するこ

とができました。 

  「顧客構成の割合の見直しと再構築による

売上・利益の回復」については、平成電電㈱

に傾斜配分されていた経営資源の再配分を急

ピッチで進めており、損益の改善を図ってお

ります。また、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”により、「全事業部門におけ

る営業利益黒字化を来期初頭より実現する」

ことを必達の課題として、「事業再編」と

「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の

二面から、具体的施策の実行による早期の効

果発現を目指しております。 

 

  以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構

成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」により、継続企業の前提に関する重

要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。従って、中間連結財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要

な疑義の影響を反映しておりません。 

   当社は平成17年２月に平成電電㈱との間

で包括的資本業務提携の基本合意を締結し、

これに基づき㈱ヒューマンアウトソーシング

（当社の連結子会社）は平成17年３月に平成

電電㈱からカスタマーサービス業務に関する

営業譲渡（譲渡価格3,000,000千円）を受け

るとともに５年間の独占的業務委託契約を締

結しました。本提携により当下半期以降当社

業績に売上成長及び利益回復の両面から多大

に寄与することが見込まれておりました。 

  しかしながら、平成17年10月３日、平成電

電㈱は東京地方裁判所に民事再生手続開始の

申立てを行い、10月21日付で㈱ヒューマンア

ウトソーシングに対し業務委託契約の解除通

告を行いました。 

  このため当社グループは、平成電電㈱の民

事再生手続開始の申立てに起因する特別損失

4,232,500千円を計上し、当期連結業績にお

いて最終的に4,305,694千円の当期純損失を

計上しました。その結果、資本の部における

利益剰余金は△4,448,314千円となり、大幅

な毀損が生じております。営業活動によるキ

ャッシュ・フローは前連結会計年度△

328,191千円、当連結会計年度も上記の影響

により△782,108千円と二期連続のマイナス

となっております。 

  以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

   当該状況に対応すべく、当社は主として

財務体質の安定的回復と強化を早急にはかる

べく、平成17年11月９日開催の取締役会にお

いて海外投資家を割当先とする総額

1,000,000千円の円建転換社債型新株予約権

付社債の発行を決議しました。なお、払込期

日平成17年11月25日までに、全額の払込が完

了しております。 

   財務体質面における強化をはかる一方

で、来期以降において積極的な新規支店の開

設と共に大口顧客プロジェクトの受注活動の

推進、既存顧客対応強化を中心とした受注活

動の展開、募集費等を中心とした全体コスト

削減等の、売上及び利益創出額の増大を進め

る経営計画を策定しました。 

   以上の財務体質の安定的回復及び営業戦

略の推進により、継続企業の前提に関する重

要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。従って、連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑

義の影響を反映しておりません。 

  



中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項  連結子会社の数 ３社  連結子会社の数 ８社  連結子会社の数 ６社 

  (子会社は全て連結されており

ます。) 

 (子会社は全て連結されており

ます。) 

  

  連結子会社の名称  連結子会社の名称  連結子会社の名称 

 ㈱トラスト・エスピー・キュー

ブ、㈱ヒバライバンク、㈱ヒュ

ーマンアウトソーシング 

㈱トラスト・エスピー・キュー

ブ、㈱ヒバライバンク、㈱ヒュ

ーマンアウトソーシング、㈱オ

ープンループインベストメン

ト、㈲ワイズマネージメント、

㈲ディー・フロンティア、㈲コ

ールスタッフィング、㈲グロー

リービジョン 

 上記のうち、㈱オープンループ

インベストメントは、当中間連

結会計期間において新たに設立

し、また、㈲グローリービジョ

ンは当中間連結会計期間におい

て100％子会社化したため、当中

間連結会計期間より連結の範囲

に含めております。 

㈱トラスト・エスピー・キュー

ブ、㈱ヒバライバンク、㈱ヒュー

マンアウトソーシング、㈲ディ

ー・フロンティア、㈲コールスタ

ッフィング、㈲ワイズマネージメ

ント 

  

  

 上記のうち、㈲ディー・フロンテ

ィア、㈲コールスタッフィング、㈲

ワイズマネージメントについては、

当連結会計年度において新たに設立

したため、連結の範囲に含めており

ます。 

  

   非連結子会社の名称 ㈲グローリ

ービジョン 

（連結の範囲から除いた理由） 

 当連結会計年度において設立し

た㈲グローリービジョンについて

は、設立当初で実質的な営業活動

を行っておらず、合計の総資産、

売上高、当期純損益及び利益剰余

金等は、いずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲より除いておりま

す。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 (1）持分法を適用した関連会社数 

 １社 

 (1）    ――――  (1）持分法を適用した関連会社数 

 １社 

 （関連会社は全て持分法を適用し

ております。） 

    

 (2）持分法を適用した関連会社の

名称 

 興和国際有限公司 

(2）    ―――― (2）持分法を適用した関連会社の

名称 

 興和国際有限公司 

 (3）    ――――  

  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
(4）    ―――― 

  

(3）    ―――― 

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
(4)前連結会計年度において持分

法適用の関連会社でありました興

和国際有限公司は、当中間連結会

計期間において同社株式を全株売

却いたしました。 

(3）持分法を適用しない非連結子

会社の名称  

 ㈲グローリービジョン 

 当連結会計年度において設立し

た㈲グローリービジョンについて

は、設立当初で実質的な営業活動

を行っておらず、当期純損益及び

利益剰余金等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、持分法の適用範囲より

除いております。 

(4）    ―――― 

  

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間決算日は、連

結中間決算日と一致しておりま

す。 

 連結子会社のうち、㈲ディー・

フロンティア、㈲コールスタッフ

ィング、㈲ワイズマネージメント

の中間決算日は９月30日、㈲グロ

ーリービジョンの中間決算日は11

月30日であります。中間連結財務

諸表の作成にあたって、これらの

連結子会社については、中間連結

決算日現在で実施した仮決算に基

づく中間財務諸表を使用しており

ます。 

 連結子会社のうち、㈲ディー・

フロンティア、㈲コールスタッフ

ィング、㈲ワイズマネージメント

の決算日は３月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたって、

これらの連結子会社については、

連結決算日現在で実施した仮決算

に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

    
 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 ① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定

しております） 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ② デリバティブ 

原則として時価法 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

原則として時価法 

 ③ たな卸資産 

イ）仕掛品 

 個別法に基づく原価法 

③ たな卸資産 

イ）仕掛品 

同左 

③ たな卸資産 

イ）仕掛品 

同左 

 ロ）貯蔵品 

 個別法に基づく原価法 

 ただし、貯蔵品のうち作

業着等については最終仕入

原価法 

ロ）貯蔵品 

同左 

ロ）貯蔵品 

同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 ① 有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

 建物及び構築物 ３～15年 

車両運搬具及び

工具器具備品 
２～15年 

  

  なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方

法を採用しております。 

  

 ② 無形固定資産 

定額法 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 イ）市場販売目的のソフトウェア

 見込販売数量に基づく償

却額と、見込有効期間（３

年）に基づく均等償却額と

を比較し、いずれか大きい

額を計上しております。 

イ）   ―――― 

  

イ）市場販売目的のソフトウェア

 見込販売数量に基づく償

却額と、見込有効期間（３

年）に基づく均等償却額と

を比較し、いずれか大きい

額を計上しております。 

 ロ）自社利用のソフトウェア 

  社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法

を採用しております。 

ロ）   ―――― 

  

ロ）自社利用のソフトウェア 

  社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法

を採用しております。 

 ハ）営業権 

  ５年による定額法を採用

しております。 

ハ）営業権 

同左 

ハ）営業権 

同左 

 (3）重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費  

 支出時に全額費用として処

理しております。  

②    ―――― 

  

(3）重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費  

同左 

  

②社債発行費  

 支出時に全額費用として処理

しております。  

(3）重要な繰延資産の処理方法 

①新株発行費  

同左 

  

②    ―――― 

  

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 (4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(4）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 ②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるた

めに、支給見込額のうち当中間

連結会計期間に負担すべき金額

を計上しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

③    ―――― 

  

②賞与引当金 

同左 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

③    ―――― 

  

②賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当連結会

計年度に負担すべき金額を計上

しております。 

 前連結会計年度まで、支給見

込額のうち連結会計年度に負担

すべき金額を未払費用として計

上しておりましたが、当連結会

計年度より従業員賞与の支給対

象期間を変更したため、支給見

込額のうち当連結会計年度に負

担すべき金額を賞与引当金とし

て計上しております。なお、前

連結会計年度末の未払費用とし

ての計上額は47,514千円であり

ます。 

③投資損失引当金 

 投資先の株式等に対する投資

損失に備えるため、当該会社の

財政状態を勘案して必要額を計

上しております。 

 なお、当連結会計年度におい

て、投資先の株式等に対する投

資損失に備える必要が生じたた

め、当該会社の財政状態を勘案

して必要額を計上しておりま

す。 

  
 (5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）    ―――― (6）重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップのうち、特例

処理の要件を満たしているも

のについては、特例処理を採

用しております。 

  ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップのうち、特例

処理の要件を満たしているも

のについては、特例処理を採

用しております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ

取引 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ

取引 

 ヘッジ対象…借入金の利息  ヘッジ対象…借入金の利息 

 ③ ヘッジの方針 

 支払利息の変動金利リスク

を回避し、支払利息のキャッ

シュ・フローを固定化する目

的で金利スワップ取引を行な

っております。 

 ③ ヘッジの方針 

 支払利息の変動金利リスク

を回避し、支払利息のキャッ

シュ・フローを固定化する目

的で金利スワップ取引を行な

っております。 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 ④ ヘッジの有効性評価方法 

 金利スワップの特例処理の

要件を満たしているため、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

―――― ④ ヘッジの有効性評価方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象額

について、それぞれの既に経

過した期間におけるキャッシ

ュ・フロー累計額を比較して

有効性の判断を行っておりま

す。 

 なお当連結会計年度末にお

いて、ヘッジ対象の借入金は

ありません。 

 (7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(7）その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

(7）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現金

同等物）は手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっておりま

す。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら3ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これにより税金等調整

前中間純利益は167,176千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。  

 ────── 



表示方法の変更 

追加情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

 ────── （中間連結貸借対照表） 

「破産更生債権等」は、前中間連結会計期間末は、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会

計期間において、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。なお、前中間連結会計期間末の「破産更生債権等」は

18,985千円であります。 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債権等の増減

額」は、前中間連結会計期間は「売上債権の増減額」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記してお

ります。なお、前中間連結会計期間の「売上債権の増減額」に含

まれている「破産更生債権等の減少額」は、6,196千円でありま

す。 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

（賞与引当金） 

 当社及び連結子会社は、当連結会計年度よ

り従業員賞与の支給対象期間を以下のとおり

変更いたしました。 

 変更前 10月１日～３月31日→６月支給 

     ４月１日～９月30日→12月支給 

 変更後 12月１日～５月31日→６月支給 

     ６月１日～11月30日→12月支給 

 この結果、６月支給見込分のうち当中間連

結会計期間に帰属する従業員賞与を賞与引当

金として計上しております。この変更による

損益への影響はありません。 

（不適当な合併等による猶予期間について）

 当社は平成15年３月１日付で㈱トラストワ

ークと合併しましたが、㈱大阪証券取引所か

ら、当社は実質的な存続会社ではなく「不適

当な合併等」に該当するため、猶予期間銘柄

に割り当てられております。当社は現在、同

取引所に対して猶予期間解除申請を行ってお

り、適合審査中です。猶予期間満了の平成18

年９月30日までに上場審査基準に準じた基準

に適合しない場合、監理ポストないし整理ポ

ストに割り当てられ、上場廃止となるおそれ

があります。 

（不適当な合併等による猶予期間について）

 同左 

 ──────  ────── （外形標準課税） 

 「地方税等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月1日以後に開始する連結

会計年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日企業会計基準委員会実務対応報告

第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一般管理費

に計上しております。この結果、販売費及び

一般管理費が、23,669千円増加し、営業利

益、経常利益が同額減少し、税金等調整前当

期純損失が同額増加しております。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前連結会計年度末 
（平成17年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

104,520千円 105,570千円 97,769千円 

※２ 担保差入資産 ※２ 担保差入資産 ※２ 担保差入資産 

現金及び預金 59,675千円 

 計 59,675千円 

現金及び預金 59,686千円 

 計 59,686千円 

現金及び預金 59,678千円 

 計 59,678千円 

上記に対する債務 上記に対する債務         ― 上記に対する債務 

１年以内返済予定
長期借入金 

102,132千円 

長期借入金 26,680千円 

 計 128,812千円 

  １年以内返済予定
長期借入金 

10,100千円 

 計 10,100千円 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

役員報酬 34,403千円 

給与手当 235,895千円 

賞与引当金繰入額 42,494千円 

法定福利費 75,845千円 

募集費 123,963千円 

減価償却費 359,812千円 

賃借料 88,758千円 

支払手数料 30,130千円 

役員報酬 46,084千円 

給与手当 313,611千円 

賞与引当金繰入額 42,764千円 

法定福利費 73,600千円 

募集費 90,908千円 

減価償却費 37,035千円 

賃借料 89,460千円 

支払手数料 39,564千円 

役員報酬 76,467千円 

給与手当 536,270千円 

賞与 58,733千円 

賞与引当金繰入額 49,604千円 

雑給 85,987千円 

法定福利費 147,955千円 

募集費 266,825千円 

減価償却費 715,432千円 

賃借料 192,682千円 

支払手数料 103,036千円 

通信費 57,170千円 

※２ 固定資産売却益の内訳 ※２      ────── 

  

※２      ────── 

  

工具器具備品 60千円 

 計 60千円 

  

※３      ────── 

  

※３      ────── 

  

※３ 固定資産除却損の内訳 

  建物及び構築物  9,607千円 

工具器具備品 149,464千円 

ソフトウェア 160,728千円 

計 319,799千円 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※４      ──────  ※４ 営業譲渡益 ※４      ────── 

    営業譲渡益は、平成18年２月９日に連結子

会社である㈱ヒューマンアウトソーシング

が、カスタマーサービス関連事業及び関連す

る財産を平成電電コミュニケーションズ㈱に

営業譲渡したことによるものです。  

（営業譲渡の経緯） 

  ㈱ヒューマンアウトソーシングは、平成17

年３月に平成電電㈱から、同社のカスタマー

サービス（インバウンド）関連業務及びそれ

と類似する事業の営業譲渡を受け、事業を行

っておりました。 

  その後、平成電電㈱は平成17年10月３日に

民事再生手続開始の申立てを行い、また同月

21日に㈱ヒューマンアウトソーシングに対す

る業務運営委託契約を解除しました。これに

伴い、当社グループは、前連結会計年度にお

いて、営業権償却に伴う特別損失を計上して

おります。 

  しかしながら、平成電電㈱は、営業譲渡契

約において、自ら（関連会社を通じて行う場

合も含む）本件営業及びそれと類似する事業

を行わない旨を合意していたにもかかわら

ず、上記合意に違反して自ら本件営業を開始

しました。 

  このため㈱ヒューマンアウトソーシング

は、営業譲渡契約に基づき、平成電電㈱が自

ら（関連会社を通じて行う場合も含む）本件

営業およびそれと類似する事業を行ってはな

らない旨の仮処分決定を求める申立てを平成

17年11月７日付で行い、本申立てに対し東京

地方裁判所より、平成17年12月28日付で仮処

分の決定が出されました。 

  上記を受け、平成電電㈱及び同社スポンサ

ーとして発表されていたドリームテクノロジ

ーズ㈱とその後の対応を交渉しておりました

が、本件営業をドリームテクノロジーズ

（株）100％子会社である平成電電コミュニ

ケーションズ㈱に譲渡することが最良である

との判断に至り、本件営業を譲渡することと

したものです。 

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※５     ────── ※５ 減損損失 ※５     ────── 

   当社グループは、当中間連結会計期間にお

いて以下のとおり減損損失を認識しました。  

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金

額） 

（資産のグルーピングの方法）          

  当社グループは、製品やサービスの性質、

市場の類似性等を勘案し、事業の種類別セグ

メントを基礎として、ＩＴセキュリティ事

業、ゼネラルアウトソーシング事業、セール

スアウトソーシング事業、共用資産及び子会

社の各別に資産のグルーピングを行っており

ます。  

（減損損失の認識に至った経緯）          

  当社グループは、平成17年10月３日に平成

電電㈱の民事再生手続開始の申立てがあった

ことにより、前連結会計年度において大幅な

当期純損失を計上しました。当中間連結会計

期間においても、当社グループの資産が使用

されている事業に関連して、経営環境の悪化

が未だ一部継続しており、当社グループの資

産に減損が生じている可能性が存在しており

ました。        

  当社グループは、資産のグルーピングを行

ったのち、資産グループから得られる割引前

将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額と

の比較を行いましたが、前者が後者を下回る

資産グループがあったことから、これらの資

産グループについて減損損失を認識すること

としました。          

（回収可能価額の算定方法）          

  回収可能価額については正味売却価額によ

り測定しております。 

 償却性資産については、減価償却計算に用

いられる税法規程等に基づく残存価額を正味

売却価額として算定しております。          

場所 用途 種類 
金額 

（千円）

札幌市

中央区

他 

ＩＴセキュ

リティ事業

開発用設備

工具器具備品

ソフトウェア

商標権 

793

18,041

292

 小計 19,128

東京都

新宿区

他 

セールスア

ウトソーシ

ング事業営

業用備品等

建物附属設備

工具器具備品

ソフトウェア

18,631

18,817

36,525

 小計 73,974

札幌市

中央区

他 

共用資産 

管理用設備

他 

建物附属設備

工具器具備品

ソフトウェア

リース資産 

9,838

13,090

19,257

22,362

 小計 64,548

東京都

新宿区 

㈱ヒバライ

バンク 

営業用資産

工具器具備品

ソフトウェア

1,094

8,431

 小計 9,525

     合計 167,176

 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※ 現金および現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※ 現金および現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※ 現金および現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） （平成17年９月30日現在） 

現金および預金勘定 1,398,145千円 

預入期間が３ヶ月超の定
期預金 

△10,022千円 

担保に供している定期預
金  

△59,675千円 

現金および現金同等物 1,328,447千円 

現金および預金勘定 2,574,954千円 

流動資産その他に含まれ
る預け金勘定  

55,248千円 

預入期間が３ヶ月超の定
期預金 

△10,024千円 

担保に供している定期預
金  

△59,686千円 

現金および現金同等物 2,560,491千円 

現金および預金勘定 1,672,513千円 

預入期間が３ヶ月超の定
期預金 

△10,023千円 

担保に供している定期預
金  

△59,678千円 

現金および現金同等物 1,602,810千円 



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

中間期末 

残高相当

額 

工具器具

備品 
82,804 47,809 34,995 

ソフトウ

ェア 
5,467 3,006 2,460 

合計 88,271 50,816 37,455 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

減損損

失累計

額相当

額 

中間期

末 

残高相

当額 

工具器具

備品 
42,884 23,983 18,543 357 

ソフトウ

ェア 
15,311 11,319 3,818 172 

合計 58,195 35,302 22,362 530 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

期末 

残高相当

額 

工具器具

備品 
45,992 22,070 23,921 

ソフトウ

ェア 
15,311 9,788 5,522 

合計 61,303 31,858 29,444 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 14,702千円 

１年超 23,643千円 

合計 38,346千円 

１年内 13,012千円 

１年超 10,630千円 

合計 23,643千円 

リース資産減損
勘定の残高  22,362千円 

１年内 13,194千円 

１年超 17,071千円 

合計 30,265千円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  

  

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 10,236千円 

減価償却費相当額 9,613千円 

支払利息相当額 576千円 

支払リース料 6,981千円 

リース資産減損勘
定の取崩額  

―千円 

減価償却費相当額 6,552千円 

支払利息相当額 429千円 

減損損失  22,362千円 

支払リース料 16,377千円 

減価償却費相当額 15,350千円 

支払利息相当額 1,025千円 

④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左 同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法 ⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間（平成17年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

２．時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円）

 （注） 当中間連結会計期間において、時価のないその他有価証券について減損処理を実施し、投資有価証券評価損23,765千円を計上してお

ります。 

当中間連結会計期間（平成18年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

２．時価のない主な有価証券の内容 

（単位：千円）

 （注） 当中間連結会計期間において、時価のないその他有価証券について減損処理を実施し、投資有価証券評価損14,499千円を計上してお

ります。 

  

前連結会計年度（平成17年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円）

２．時価評価されていない有価証券 

（単位：千円）

 （注） 当連結会計年度において、時価のあるその他有価証券について43,423千円、時価のないその他有価証券について33,765千円の減損処

理を実施しております。 

区分 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 311,169 367,648 56,479 

合計 311,169 367,648 56,479 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 27,462 

投資事業有限責任組合出資金 15,299 

区分 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

株式 150,325 152,578 2,252 

合計 150,325 152,578 2,252 

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 12,962 

投資事業有限責任組合出資金 31,947 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

株式 84,655 94,540 9,885 

合計 84,655 94,540 9,885 

区分 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 340,894 



（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（平成17年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                                                                 （単位：千円）

 （注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

２．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された金額に基づき算定しております。 

３．（ ）内の金額は、同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。 

当中間連結会計期間（平成18年３月31日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                                                                 （単位：千円）

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された金額に基づき算定しております。 

２．（ ）内の金額は、同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。 

前連結会計年度（平成17年９月30日現在） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況                                                                 （単位：千円）

 （注）１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は注記の対象から除いております。 

２．時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された金額に基づき算定しております。 

３．（ ）内の金額は、同取引に係るオプション料（キャップフィー）であります。 

区分 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち１

年超 
時価 評価損益 

市場取引以外の取引 金利キャップ取引 
250,000 

(8,665) 
250,000 954 △1,041 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引 100,000 100,000 △506 324 

合計 
350,000 

(8,665) 
350,000 446 △716 

区分 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち１

年超 
時価 評価損益 

市場取引以外の取引 金利キャップ取引 
250,000 

(3,071) 
250,000 1,842 △1,229 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引 80,000 ― △175 △175 

合計 
330,000 

(3,071) 
250,000 1,667 △1,404 

区分 取引の種類 契約額等 
契約額等のうち１

年超 
時価 評価損益 

市場取引以外の取引 金利キャップ取引 
250,000 

(8,665) 
250,000 1,093 △901 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引 280,000 80,000 △621 209 

合計 
530,000 

(8,665) 
330,000 471 △692 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成16年10月１日 至 平成17年３月31日）                                           （単位：千円）

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ＩＴセキュリティ事業 

 公開鍵暗号や秘密鍵暗号等の研究、その応用技術であるデジタル認証、デジタル封筒、ゼロ知識証明などの情報セキュリティ

基本技術、さらにそれを実際のニーズに適用し、通信の安全を守る技術、プライバシーを保護する技術、安全に決済を行う技

術、デジタルコンテンツの権利を保護する技術などの応用セキュリティ技術の開発を行っております。 

(2）ゼネラルアウトソーシング事業 

 物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からのアウトソーシングの

総合請負業務を行っております。 

(3）セールスアウトソーシング事業 

 テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っております。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は179,009千円であり、その主なものは、親会社の管理

部門に係る費用であります。 

当中間連結会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年３月31日）                                           （単位：千円）

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ＩＴセキュリティ事業 

 公開鍵暗号や秘密鍵暗号等の研究、その応用技術であるデジタル認証、デジタル封筒、ゼロ知識証明などの情報セキュリティ

基本技術、さらにそれを実際のニーズに適用し、通信の安全を守る技術、プライバシーを保護する技術、安全に決済を行う技

術、デジタルコンテンツの権利を保護する技術などの応用セキュリティ技術の開発を行っております。 

(2）ゼネラルアウトソーシング事業 

 物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からのアウトソーシングの

総合請負業務を行っております。 

 
ＩＴセキュリ

ティ事業 

ゼネラルアウ

トソーシング

事業 

セールスアウ

トソーシング

事業 

計 消去又は全社 連結 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 84,788 1,233,603 1,572,524 2,890,916 ― 2,890,916 

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― 

計 84,788 1,233,603 1,572,524 2,890,916 ― 2,890,916 

営業費用 167,703 1,206,111 1,786,894 3,160,709 179,009 3,339,719 

営業利益又は営業損失（△） △82,914 27,491 △214,369 △269,793 △179,009 △448,802 

 
ＩＴセキュリ

ティ事業 

ゼネラルアウ

トソーシング

事業 

セールスアウ

トソーシング

事業 

計 消去又は全社 連結 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 11,631 1,241,185 1,223,283 2,476,099 ― 2,476,099 

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― 

計 11,631 1,241,185 1,223,283 2,476,099 ― 2,476,099 

営業費用 60,716 1,226,345 1,281,064 2,568,126 205,975 2,774,102 

営業利益又は営業損失（△） △49,085 14,839 △57,781 △92,027 △205,975 △298,002 



(3）セールスアウトソーシング事業 

 テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っております。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は206,575千円であり、その主なものは、親会社の管理

部門に係る費用であります。 

４．当中間連結会計期間において、投資事業を主たる業務として新たに設立した㈱オープンループインベストメントは、売上が発生し

ておりませんので、事業の種類別セグメント上、同社の営業費用は「消去又は全社」に含めております。 

前連結会計年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日）                                               （単位：千円）

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの性質及び種類の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な内容 

(1）ＩＴセキュリティ事業 

 公開鍵暗号や秘密鍵暗号等の研究、その応用技術であるデジタル認証、デジタル封筒、ゼロ知識証明などの情報セキュリティ

基本技術、さらにそれを実際のニーズに適用し、通信の安全を守る技術、プライバシーを保護する技術、安全に決済を行う技

術、デジタルコンテンツの権利を保護する技術などの応用セキュリティ技術の開発を行っております。 

(2）ゼネラルアウトソーシング事業 

 物流関係また倉庫内軽作業、建材等の搬出入作業及びイベント会場等の設営・撤去作業など各企業からのアウトソーシングの

総合請負業務を行っております。 

(3）セールスアウトソーシング事業 

 テレコミュニケーター、セールスプロモーション及びトレーナー、スーパーバイザー業務等を行っております。 

３．営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は396,269千円であり、その主なものは、親会社の管理

部門に係る費用であります。 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支

店がないため、該当事項はありません。 

 
ＩＴセキュリ

ティ事業 

ゼネラルアウ

トソーシング

事業 

セールスアウ

トソーシング

事業 

計 消去又は全社 連結 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 397,613 2,566,900 5,864,349 8,828,863 ― 8,828,863 

(2）セグメント間の内部売上高 ― ― ― ― ― ― 

計 397,613 2,566,900 5,864,349 8,828,863 ― 8,828,863 

営業費用 325,915 2,420,324 5,552,587 8,298,826 396,269 8,695,096 

営業利益 71,698 146,576 311,761 530,036 △396,269 133,767 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 (注)１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１株当たり純資産額    82,440円32銭

１株当たり中間純損失金額 6,841円77銭

１株当たり純資産額 41,682円99銭

１株当たり中間純利益金額 9,305円13銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額 
9,251円63銭

１株当たり純資産額  23,449円77銭

１株当たり当期純損失金額  74,665円34銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権を発行してお

りますが、１株当たり中間純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間

（当期）純損失金額 
      

中間純利益又は中間(当期)純損失（△) (千円） △326,851 698,269 △4,305,694 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間純利益又は中間(当期)純損

失（△) （千円） 
△326,851 698,269 △4,305,694 

期中平均株式数（株） 47,772 75,041 57,666 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額        

普通株式増加数（株） ― 434 ― 

（うち新株予約権） (―) (434) (―) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

(新株予約権) 

株主総会の特別決議日 

平成12年12月18日 

新株予約権 120個 

株主総会の特別決議日 

平成13年12月17日 

新株予約権 25個 

株主総会の特別決議日 

平成12年8月31日 

新株予約権 81個 

株主総会の特別決議日 

平成13年4月10日 

新株予約権 422個 

株主総会の特別決議日 

平成13年8月30日 

新株予約権 546個 

株主総会の特別決議日 

平成14年8月30日 

新株予約権 773個 

株主総会の特別決議日 

平成14年12月17日 

新株予約権 1,927個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

新株予約権 3,437個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

新株予約権 1,014個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

新株予約権 3,000個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

新株予約権 5,000個 

  

(新株予約権) 

株主総会の特別決議日 

平成13年12月17日 

新株予約権 25個 

株主総会の特別決議日 

平成12年８月31日 

新株予約権 61個 

株主総会の特別決議日 

平成13年４月10日 

新株予約権 333個 

株主総会の特別決議日 

平成13年８月30日 

新株予約権 529個 

株主総会の特別決議日 

平成14年８月30日 

新株予約権 761個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年２月27日発行分）

新株予約権  3,364個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年12月14日発行分）

新株予約権  932個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

（平成17年２月８日発行分） 

新株予約権  2,920個 

(新株予約権) 

株主総会の特別決議日 

平成12年12月18日 

新株予約権 120個 

株主総会の特別決議日 

平成13年12月17日 

新株予約権 25個 

株主総会の特別決議日 

平成12年８月31日 

新株予約権 63個 

株主総会の特別決議日 

平成13年４月10日 

新株予約権 333個 

株主総会の特別決議日 

平成13年８月30日 

新株予約権 542個 

株主総会の特別決議日 

平成14年８月30日 

新株予約権 769個 

株主総会の特別決議日 

平成14年12月17日 

新株予約権 1,783個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年２月27日発行分） 

新株予約権  3,383個 

株主総会の特別決議日 

平成15年12月17日 

（平成16年12月14日発行分） 

新株予約権  960個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

（平成17年２月８日発行分） 

新株予約権  2,920個 

株主総会の特別決議日 

平成16年12月17日 

（平成17年３月８日発行分） 

新株予約権  5,000個 

株主総会の特別決議日 

平成17年５月20日 

新株予約権  5,000個 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

（資本準備金の減少）  

 当社は、平成17年５月20日開催の臨時株主

総会において商法第289条第２項の規定に基

づき資本準備金の減少について決議いたしま

した。 

 これにより、法定手続が完了したときに、

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する

会計基準」(企業会計基準第１号)に基づき、

2,950,599千円をその他資本剰余金に計上い

たします。 

１．資本準備金減少の目的 

 資本の欠損の填補に充てるため及び今後

の機動的な資本政策の遂行に備えるため 

２．資本準備金減少の方法と額 

 資本準備金3,965,648千円のうち

2,950,599千円を減少しその他資本剰余金

に振替える。減少する資本準備金のうち

1,671,018千円を資本の欠損の填補に充て

る。 

３．株主総会決議日 

平成17年５月20日 

４．効力発生日 

平成17年７月２日  

  
（新株予約権等の発行） 

 当社は、平成17年５月20日開催の臨時株主

総会において、商法第280条ノ20および第280

条ノ21の規定に基づき、ストックオプション

として株主以外の者に対し特に有利な条件を

もって新株予約権を発行することを決議し、

平成17年５月26日開催の取締役会でその割当

を決議しました。 

  また、平成17年６月３日付けで平成電電㈱

に対して発行済みであります。 

１．新株予約権の割当を受ける者 

平成電電㈱ 

２．新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

普通株式5,000株 

３．発行する新株予約権の総数 

5,000個 

４．新株予約権の発行価額 

無償とする。 

５．払込金額 

新株予約権の行使に際して払込みをなすべ

き金額は、新株予約権の行使により発行ま

たは移転する株式１株あたりの払込金額

(以下、「行使価額」という)に、割当株式

数を乗じた金額とする。行使価額は、平成

16年12月１日から平成17年２月28日までの

各日における大阪証券取引所の当社株式の

普通取引の終値の平均値に0.85を乗じた価

額とし、計算の結果生じる1円未満の端数

はこれを切り捨て、157,350円とする。 

６．発行価格及び資本組入額 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の1株当たりの発行価格は、払込金額と

する。この場合における１株当たりの資本

組入額は78,675円とする。 

（第三者割当による新株式の発行） 

 当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株式の発行につ

いて以下のとおり決議いたしました。 

  なお、平成18年４月12日に払込及び発行は

完了しております。  

(1) 新株式発行要領 

① 発行新株式数     普通株式 2,739株 

② 発行価額       １株につき金73,000円 

③ 発行価額の総額   199,947,000円 

④ 資本組入額     １株につき金36,500円 

⑤ 資本組入額の総額 99,973,500円 

⑥ 申込期間        平成18年４月12日 

⑦ 払込期日        平成18年４月12日 

⑧ 配当起算日       平成18年４月１日 

⑨ 割当先及び割当株式数 

   リーマン ブラザーズ コマーシャル 

   コーポレーション アジア リミティッド 

                     2,739株 

(2) 資金の使途 

   グループ内事業の再編及び中核となる 

   CRM 関連事業のスピーディな回復と強化 

   を図るための資金に充当する。 

  
（第三者割当による新株予約権の発行） 

 当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株予約権の発行

について以下のとおり決議いたしました。 

  なお、平成18年４月12日に払込及び発行は

完了しております。  

 1. 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

   新株予約権の目的たる株式の種類は当社 

   普通株式とし、新株予約権の行使により 

   当社が当社普通株式を新たに発行又はこ 

   れに代えて当社の有する当社普通株式を 

   移転（以下、当社普通株式の発行又は移 

   転を当社普通株式の「交付」と総称す 

   る。）する数は、行使請求に係る新株予 

   約権の数に1,000 万円を乗じ、これを行 

   使価額（以下に定義する。）で除した 

   数とする。但し、行使により生じる1 株 

   の100 分の１未満の端数は原則として切 

   捨て、現金による調整は行わない。新株 

   予約権の行使により端株が発生する場合 

   には、商法に定める端株の買取請求権が 

   行使されたものとして現金により精算す 

   る。 

 2. 発行する新株予約権の総数 

   180 個 

 3. 新株予約権の発行価額 

   1 個あたり金23,000 円 

  （総額金4,140,000 円） 

 4. 新株予約権の払込期日 

   2006 年4 月12 日（香港時間） 

（転換社債型新株予約権付社債の発行及び新

株予約権の行使） 

  当社は、平成17年11月９日開催の取締役

会において、2008年満期円建転換社債型新

株予約権付社債の発行を決議しました。 

  発行の概要は以下のとおりです。 

(1） 発行総額 

     1,000,000千円 

(2） 本社債の発行価額 

     本社債の額面金額の100％ 

     （各社債の額面金額50,000千円） 

(3） 本新株予約権の発行価額 

     無償とする。 

(4） 払込期日及び発行日 

平成17年11月25日 

なお、払込及び発行は平成17年11月

25日に完了しております。 

(5） 償還期限 

     平成20年11月25日 

(6） 利率 

     本社債には利息を付さない。 

(7） 募集の方法 

第三者割当の方法による香港を中心

とした海外市場における私募 

(8） 新株予約権の目的たる株式の種類及

び数 

①種類 

    当社普通株式 

②数 

   本新株予約権の行使により当社が当社普

通株式を新たに発行又はこれに代えて当社

の有する当社普通株式を移転（以下、当社

普通株式の発行又は移転を当社普通株式の

「交付」と総称する。）する数は、行使請

求に係る本社債の発行価額の総額を下記

(10)②記載の転換価額（ただし、下記(10)

③によって調整された場合は調整後の転換

価額）で除して得られる最大整数とする。

この場合に１株未満の端数を生じたとき

は、これを切り捨て、現金による調整は行

わない。 

(9)  新株予約権の総数 

     20個 

(10) 新株予約権行使時の払込金額 

①本新株予約権１個の行使に際して払込を

なすべき額は、本社債の発行価額と同額と

する。 

②本新株予約権の行使に際して払込をなす

べき1株当たりの金額（以下、「転換価

額」という。）は、当初、90,630円とす

る。 

③転換価額の調整    

  転換価額は、本新株予約権付社債の発行

後、当社が時価を下回る価額をもって当社

普通株式を発行または処分する場合には、

以下の算式により調整される。なお、次の

算式において、「既発行普通株式数」は当

社の発行済普通株式総数（当社が保有する

ものを除く。）をいう。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

７．発行価額の総額 

786,750,000円とする。 

８．権利行使期間 

平成17年６月10日から平成27年５月19日ま

でとする。 

９．配当起算日 

新株予約権の行使により株券を発行する場

合の当社株主に対する最初の利益配当金ま

たは中間配当金は、新株予約権の行使がな

されたときの属する配当計算期間の期首に

新株予約権の行使の効力が発生したものと

みなしてこれを支払う。 

10.手取金の使途 

手取金は、運転資金に充当する予定ではあ

りますが、資金の払込が新株予約権を付与

された者の判断によるため、現時点でその

金額および時期を資金計画に織込むことは

困難であります。 

  
(第三者割当増資の引受)  

 当社は、平成17年５月26日開催の取締役会

において、オムニトラスト・ジャパン株式会

社が第三者割当増資により発行する新株の引

受を決議し、平成17年６月７日に払込みを完

了しております。 

  

１．株式取得の概要 

２．損益に及ぼす重要な影響 

 当該出資引き受けによる当期業績見通し

への影響は軽微でありますが、今回の引受

けにより、両社資本関係の強化を端緒とし

て、ITセキュリティ技術分野における同社

との協業関係を強め、当社が創立以来培っ

てきた製品・サービスへのエンベディット

（組み込み）技術と、同社情報漏洩防止技

術とのシナジーによる新製品群の共同開発

及び販売を、視野にいれてまいります。 

３．引受先会社の概要 

引受株式の種類及

び数 

オムニトラスト・ジャ

パン㈱ 

普通株式 6,000株 

引受価額 ５万円（１株につき） 

引受価額の総額 ３億円 

会社名 オムニトラスト・ジャパン㈱ 

所在地 東京都渋谷区 

代表者 鈴木 眞一 

設立年月 平成17年４月 

 5. 新株予約権の行使に際して払込をなすべ 

   き額 

(1) 新株予約権の行使に際して払込をなすべ 

    き額は、行使請求に係る新株予約権の数 

    に1,000 万円を乗じた額とする。 

(2) 新株予約権の行使に際して払込をなすべ 

    き１株あたりの金額（以下「行使価額」 

    という。）は、当初、79,000 円とす  

    る。 

 6. 行使価額の修正 

   行使価額は、本新株予約権発行の翌取引 

   日以降、各行使日（以下、「修正日」と 

   いう。）において、(1)修正日前日までの 

   各3 連続取引日（修正日前日を含み、終 

   値のない日を除く。）の、大阪証券取引 

   所における当社普通株式の普通取引の終 

   値の単純平均値、又は(2) 修正日前日ま 

   での各7 連続取引日（修正日前日を含 

   み、終値のない日を除く。）の大阪証券 

   取引所における当社普通株式の普通取引 

   の終値の単純平均値のいずれか低いほう 

   の90%で、呼値の刻み未満を切捨てた金額 

   に修正される。但し、行使価額は 

   237,000円（下記7.により行使価額が調整 

   される場合、行使価額と同時に、 

   同じ割合で調整される。）を上回らず、 

   63,200 円(以下「当初下限価額」と 

   いう。) 

   （下記7.により行使価額が調整される 

   場合、行使価額と同時に、同じ割合で 

   調整される。） 

  （以下「下限価額」という。）を下回らな 

   いものとする。なお、連続した10 取引日 

   のブルームバーグサービスのエクイティ 

   ーVAPページにおける、当社普通株式の普 

   通取引の売買高加重平均価格（以下 

   「VWAP」という。）の単純平均値が下限 

   価額を下回った場合、下限価額は、その 

   翌取引日より、下限価額の70%又は当初行 

   使価額の50%のいずれか高い方の額に再度 

   設定されるものとする。本項に基づき修 

   正された行使価額は修正日（修正日当日 

   を含む）より有効となり、修正日当日の 

   行使請求も修正された行使価額に基づい 

   て行われるものとする。 

 7. 行使価額の調整 

   行使価額は、新株予約権の発行後、当社 

   が当社普通株式の時価を下回る発行価額 

   又は処分価額で当社普通株式を発行又は 

   処分する場合には、次の算式により調整 

   される。なお、次の算式において「既発 

   行株式数」は当社の発行済普通株式総数 

  （当社が保有するものを除く。）をいう。 

              

               既発行       A 

         株式数＋―――――― 

調整後   調整前     時価 

転換価額 ＝ 転換価額×―――――――― 

               B    

          

A=（新規発行・処分株式数）×（１株あたりの発

行・処分価額） 

B=（既発行株式数）＋（新規発行・処分株式数）  

     

         既発行     

               普通       A 

         株式数＋―――――- 

調整後   調整前     時価 

転換価額 ＝ 転換価額×――――――― 

               B    

          

A=（新規発行・処分普通株式数）×（１株あたりの

払込金額・処分価額） 

B=（既発行普通株式数）＋（新規発行・処分普通株

式数）        

  また、転換価額は、当社普通株式の分

割・併合、当社普通株式の時価を下回る

価額をもって当社普通株式の交付を請求

できる新株予約権（新株予約権付社債に

付されたものを含む。）の発行等が行わ

れる場合その他一定の事由が生じた場合

にも適宜調整される。ただし、当社又は

当社の子会社の役員又は従業員に対し

て、当社のインセンティブプランとして

新株予約権を付与する場合は、調整を行

わない。 

  (11) 新株予約権の行使期間 

  平成17年11月28日から平成20年11月11日

まで 

(12) 新株予約権の行使の条件    

 当社が本新株予約権付社債について期

限の利益を喪失した場合、以後本新株予

約権を行使することはできない。また、

各本新株予約権の一部行使はできないも

のとする。 

  (13) 資金の使途 

 運転資金及び来期以降を展望した業容

拡大のための戦略投資に充当する。 

(14) 割当先及び割当内容 

Best Trade International  

Holdings Ltd. 

新株予約権付社債 額面金額 350,000千円 

Standard Investment  

Ventures Ltd. 

新株予約権付社債 額面金額 350,000千円 

Wide Billion International  

Investment Ltd. 

新株予約権付社債 額面金額 300,000千円  

     なお、上記円建転換社債型新株予約権付

社債は、平成17年11月28日に新株予約権が

全て行使され、普通株式への転換が全額完

了しております。 

  その概要は次のとおりです。 

(1）転換社債型新株予約権付社債の減少額

                    1,000,000千円 

(2）資本金増加額          499,915千円 

(3）資本準備金増加額      500,084千円 

(4）増加した株式の種類及び数 

                     普通株式 11,032株 

(5）新株の配当起算日 平成17年10月１日 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

       ──────    また、当社は、当社普通株式の分割・併 

   合、又は時価を下回る価額をもって当社 

   普通株式に転換される証券若しくは転換 

   できる証券又は当社普通株式の交付を請 

   求できる新株予約権若しくは新株予約権 

   付社債を発行する場合等にも適宜行使価  

   額を調整する。 

 8. 新株予約権の行使請求期間 

   2006 年４月13 日から2008 年4 月11 日 

   まで（いずれも日本時間）。但し、下記  

   10 に従って新株予約権が消却される場合 

   には、消却される本新株予約権にかかる 

   行使期間は、当該消却のための通知に記 

   載された消却日の前取引日までとする。 

 9. 新株予約権の行使の条件 

   各新株予約権の一部行使はできない。 

10. 新株予約権の消却事由及び消却の条件 

(1) 当社は、発行日以降いつでも、取締役会 

    決議に従い、新株予約権者に対して5 営 

    業日以上の書面による事前通知を行うこ 

    とにより、消却の際に発行価額の100％ 

   （但し、当社が発行日より3 暦月以内に 

   （2006 年7 月11 日（当日を含む）ま 

    で）消却を行う旨の5 営業日以上の書面 

    による事前通知を行う場合は、新株予約 

    権1 個につき、189,000 円）を新株予約 

    権者に支払って、残存する新株予約権の 

    全部（一部は不可）を消却することがで 

    きる。 

（子会社の設立） 

  当社は、平成17年11月29日開催の取締役

会において、当社事業とのシナジー効果が

見込まれる企業との間でファンドを通じた

業務・資本両面のアライアンスを形成する

ことにより、当社グループ事業領域の拡大

を図るため、当社全額出資により子会社を

設立し、新たに投資事業を開始することを

決議いたしました。 

  新設会社の概要は次のとおりです。 

(1) 商号    株式会社オープンループ

インベストメント 

(2) 代表者    原一郎（当社取締役） 

(3) 所在地   東京都新宿区 

(4) 資本金   １億円 

(5) 出資比率  当社 100％ 

(6) 決算期   ９月 

(7) 設立      平成17年12月27日 

（予定） 

(8) 事業内容  投資業務  

  

  (2) 発行会社が、2006 年10 月12 日以降 

    に、発行会社がその子会社や関連会社以 

    外の会社と統合、合併、吸収合併を理由 

    に本件新株予約権を消却する場合、発行 

    会社は新株予約権1 個あたり23,000 円 

    を新株予約権者に支払うものとする。本 

    項に定める目的のため、新株予約権者に 

    対する通知に、発行会社が依拠する当該 

    統合、合併、吸収合併の詳細を記載する 

    こととし、新株予約権者が納得できる証 

    拠を添えることとする。 

11. 新株予約権の発行価額及びその行使に際 

    して払込をなすべき額の算定の理由 

    当社取締役会は発行日以降いつでも本新 

    株予約権の消却を決議することが可能で 

    あり、且つ消却される新株予約権は消却 

    日以降行使できないこと等を考慮して、 

    一般的な価格算定モデルであるブラッ 

    ク・ショールズ・モデルによる算定結果 

    を参考に、新株予約権1 個あたりの発行 

    価額を23,000 円とした。さらに、新株 

    予約権１個の行使に際して払込をなすべ 

    き額は上記5.(1)記載のとおりとし、当 

    初行使価額は、かかる新株予約権1 個あ 

    たりの発行価額及び市場の動向を考慮し 

    て上記5.(2)の通り定めた。 

12. 募集方法 

    第三者割当の方法により、全ての新株予 

    約権を特定海外投資家である 

    Lehman Brothers Commercial 

    Corporation Asia Limited 

    に割り当てる。 

 

 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

       ────── 13. 資金の使途 

    グループ内事業の再編及び中核となる 

    CRM 関連事業のスピーディな回復と強化 

    を図るための資金に充当する。 

  

       ────── 

  （新株予約権の権利行使による新株発行） 

 当社は、平成18年５月９日及び10日に平成

18年３月27日取締役会決議に基づく新株予約

権の権利行使により、次のとおり新株を発行

しております。  

(1) 発行した株式の種類 

   普通株式 

(2) 発行した株式の数 

   3,393株 

(3) 権利行使に係る払込総額 

   150,000千円 

(4) 新株の発行に伴い資本へ組入れる額 

    75,000千円 

(5) その他 

 当該新株予約権の権利行使に伴い、新株

予約権345千円を下記のとおり資本組入れ

しております。  

  資本金   172千円 

  資本準備金 172千円 

  



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成17年３月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           
Ⅰ 流動資産           
１．現金及び預金 ※２ 1,113,070   2,261,692   1,248,528   
２．売掛金  820,931   595,270   830,752   
３．たな卸資産  1,705   8,549   4,538   
４．短期貸付金  791,997   193,637   262,036   
５．その他  51,135   160,296   115,827   
貸倒引当金  △17,996   △114,023   △156,195   

流動資産合計   2,760,843 40.9  3,105,422 82.7  2,305,487 73.4 

Ⅱ 固定資産           
１．有形固定資産 ※１ 94,845   21,596   86,081   
２．無形固定資産           
(1）ソフトウェア  215,804   ―   77,554   
(2）ソフトウェア仮
勘定  ―   11,935   ―   

(3) その他  23,725   17,397   20,703   
計  239,530   29,333   98,257   

３．投資その他の資産           
(1）投資有価証券  410,411   177,232   435,435   
(2) 関係会社株式  277,916   158,307   58,307   
(3）関係会社出資金  ―   18,000   9,000   
(4）長期貸付金  2,821,929   2,100,000   3,150,000   
(5）破産更生債権等  ―   1,038,487   1,027,640   
(6）その他  168,086   146,245   148,525   
貸倒引当金  △18,985   △3,038,875   △4,027,458   
投資損失引当金  ―   ―   △150,000   
計  3,659,358   599,398   651,450   

固定資産合計   3,993,734 59.1  650,329 17.3  835,788 26.6 

資産合計   6,754,578 100.0  3,755,752 100.0  3,141,276 100.0 

           

（負債の部）           
Ⅰ 流動負債           
１．買掛金  69,066   10,500   103,376   
２．短期借入金   ―   ―   800,000   
３．１年以内償還予定
社債  60,000   60,000   60,000   

４．１年以内返済予定
長期借入金 

※２ 121,372   ―   10,100   

５. 賞与引当金  37,522   43,300   46,084   
６. 未払金  121,897   79,731   144,871   
７．未払法人税等  25,689   39,055   59,216   
８．未払消費税等 ※３ 50,806   47,227   91,596   
９．その他  93,451   110,558   102,774   

流動負債合計   579,806 8.6  390,374 10.4  1,418,019 45.1 

Ⅱ 固定負債           
１. 社債  150,000   90,000   120,000   
２. 長期借入金 ※２ 30,822   ―   ―   
３．繰延税金負債  22,930   303   4,013   
４．その他  506   9,042   621   

固定負債合計   204,259 3.0  99,345 2.6  124,635 4.0 

負債合計   784,066 11.6  489,719 13.0  1,542,654 49.1 

 



  
前中間会計期間末 

（平成17年３月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年３月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）           
Ⅰ 資本金   4,047,248 60.0  4,570,789 121.7  4,070,476 129.6 

Ⅱ 資本剰余金           
１．資本準備金  3,965,648   1,538,759   1,038,277   
２．その他資本剰余金  ―   1,279,580   1,279,580   

資本剰余金計   3,965,648 58.7  2,818,340 75.0  2,317,857 73.8 

Ⅲ 利益剰余金           
１．利益準備金  700   700   700   
２．中間（当期）未処
理損失  1,716,556   3,759,238   4,436,207   

利益剰余金計   △1,715,856 △25.4  △3,758,538 △100.1  △4,435,507 △141.2 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   33,548 0.4  △4,481 △0.0  5,872 0.2 

Ⅴ 自己株式   △360,077 △5.3  △360,077 △9.6  △360,077 △11.5 

資本合計   5,970,511 88.4  3,266,032 87.0  1,598,621 50.9 

負債及び資本合計   6,754,578 100.0  3,755,752 100.0  3,141,276 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   2,388,945 100.0  2,206,606 100.0  6,645,710 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,812,208 75.9  1,652,402 74.9  4,782,633 72.0 

売上総利益   576,737 24.1  554,204 25.1  1,863,077 28.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   794,353 33.2  859,862 39.0  1,721,334 25.9 

営業利益又は営業損失

（△） 
  △217,616 △9.1  △305,657 △13.9  141,742 2.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  9,152 0.4  11,205 0.5  63,052 0.9 

Ⅴ 営業外費用 ※２  28,032 1.2  38,427 1.7  37,268 0.5 

経常利益又は経常損失

（△） 
  △236,495 △9.9  △332,879 △15.1  167,526 2.5 

Ⅵ 特別利益 ※３  436,390 18.3  1,222,733 55.4  299,431 4.5 

Ⅶ 特別損失 ※4,5  227,032 9.5  185,207 8.4  4,867,584 73.2 

税引前中間純利益又は

税引前中間（当期）純

損失(△) 
  △27,137 △1.1  704,646 31.9  △4,400,626 △66.2 

法人税、住民税及
び事業税   18,399 0.8  27,676 1.2  35,581 0.6 

中間純利益又は中
間（当期）純損失
(△) 

  △45,537 △1.9  676,969 30.7  △4,436,207 △66.8 

前期繰越損失   1,671,018   4,436,207   1,671,018  

資本準備金減少に
よる欠損てん補    ―   ―   1,671,018  

中間（当期）未処
理損失   1,716,556   3,759,238   4,436,207  

           



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 ──────   当社は、前事業年度において、4,436,207

千円の当期純損失を計上しました。また、当

中間会計期間においては、最終的に中間純利

益676,969千円を計上したものの、営業損失

として305,657千円、経常損失として332,879

千円を計上しております。 

  以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

  

  当該状況に対応すべく、当社は、「財務体

質の再強化」と「顧客構成の割合の見直しと

再構築による売上・利益の回復」に取り組ん

でおります。 

 「財務体質の再強化」については、平成17

年11月の総額1,000百万円の円建転換社債型

新株予約権付社債の発行及び全額の株式転換

完了、平成18年３月に決議した第三者割当に

よる新株式及び新株予約権の発行（同年４

月、新株式199百万円、新株予約権4百万円共

払込を完了）を通じて、安定的経営のベース

となる財務基盤の確保をほぼ達成することが

できました。 

 「顧客構成の割合の見直しと再構築による

売上・利益の回復」については、平成電電㈱

に傾斜配分されていた経営資源の再配分を急

ピッチで進めており、損益の改善を図ってお

ります。また、“製品群の峻別”及び“不採

算事業の再編”により、「全事業部門におけ

る営業利益黒字化を来期初頭より実現する」

ことを必達の課題として、「事業再編」と

「コスト構造改革（追加的コスト削減）」の

二面から、具体的施策の実行による早期の効

果発現を目指しております。 

  

  以上の「財務体質の再強化」及び「顧客構

成の割合の見直しと再構築による売上・利益

の回復」により、継続企業の前提に関する重

要な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。従って、中間財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑

義の影響を反映しておりません。 

 

  

  当社は平成17年2月に平成電電㈱との間で

包括的資本業務提携の基本合意を締結し、こ

れに基づき㈱ヒューマンアウトソーシング

（当社の連結子会社）は平成17年3月に平成

電電㈱からカスタマーサービス業務に関する

営業譲渡（譲渡価格3,000,000千円）を受け

るとともに５年間の独占的業務委託契約を締

結しました。本提携により当下半期以降当社

業績に売上成長及び利益回復の両面から多大

に寄与することが見込まれておりました。 

 しかしながら、平成17年10月3日、平成電

電㈱は東京地方裁判所に民事再生手続開始の

申立てを行い、10月21日付で㈱ヒューマンア

ウトソーシングに対し業務委託契約の解除通

告を行いました。 

 このため当社は、平成電電㈱の民事再生手

続開始の申立てに起因する特別損失

4,168,024千円を計上し、当期業績において

最終的に4,436,207千円の当期純損失を計上

しました。その結果、資本の部における利益

剰余金は△4,435,507千円となり、大幅な毀

損が生じております。 

 以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

 当該状況に対応すべく、当社は主として財

務体質の安定的回復と強化を早急にはかるべ

く、平成17年11月９日開催の取締役会におい

て海外投資家を割当先とする総額1,000,000

千円の円建転換社債型新株予約権付社債の発

行を決議しました。なお、払込期日平成17年

11月25日までに、全額の払込が完了しており

ます。 

 財務体質面における強化をはかる一方で、

来期以降において積極的な新規支店の開設と

共に大口顧客プロジェクトの受注活動の推

進、既存顧客対応強化を中心とした受注活動

の展開、募集費等を中心とした全体コスト削

減等の、売上及び利益創出額の増大を進める

経営計画を策定しました。 

 以上の財務体質の安定的回復及び営業戦略

の推進により、継続企業の前提に関する重要

な疑義を解消できるものと判断しておりま

す。従って、財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑義の

影響を反映しておりません。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法に基づく原価法 

  子会社株式 

同左 

  子会社株式及び関連会社株式 

同左 

   その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価

法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

     原則として時価法   時価法   原則として時価法 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

    イ）仕掛品 

  個別法に基づく原価法 

  イ）仕掛品 

同左 

  イ）仕掛品 

同左 

    ロ）貯蔵品 

  個別法に基づく原価法 

 ただし貯蔵品のうち、作業

着等については最終仕入原

価法 

  ロ）貯蔵品 

同左 

  ロ）貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 建物 ３～15年 

車両運搬具及び

工具器具備品  
２～15年 

  

  なお、取得価額が10万円以上

20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採

用しております。 

  

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 イ）市場販売目的のソフトウェア 

 見込販売数量に基づく償却

額と販売有効期間（３年）に

基づく均等償却とを比較し、

いずれか大きい金額を計上し

ております。 

イ）   ───── 

  

  

イ）市場販売目的のソフトウェア 

 見込販売数量に基づく償却

額と販売有効期間（３年）に

基づく均等償却とを比較し、

いずれか大きい金額を計上し

ております。 

 ロ）自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採

用しております。 

ロ）   ───── 

  

ロ）自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採

用しております。 

 ハ）営業権 

 ５年による定額法を採用して

おります。 

ハ）営業権 

同左 

ハ）営業権 

同左 

３．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(2)    ───── 

  

(1) 新株発行費 

同左 

  

(2) 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理

しております。 

(1) 新株発行費 

同左 

  

(2)    ───── 

  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

同左 同左 

 (2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため

に、支給見込額のうち当中間会計

期間に負担すべき金額を計上して

おります。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため

に、支給見込額のうち当事業年度

に負担すべき金額を計上しており

ます。 

 前期まで、支給見込額のうち事

業年度に負担すべき金額を未払費

用として計上しておりましたが、

当期より従業員賞与の支給対象期

間を変更したため、支給見込額の

うち当期に負担すべき金額を賞与

引当金として計上しております。

なお、前期末の未払費用としての

計上額は42,699千円であります。 

 (3)    ───── 

  

(3)    ───── 

  

(3) 投資損失引当金 

 投資先の株式等に対する投資損

失に備えるため、当該会社の財政

状態を勘案して必要額を計上して

おります。 

 なお、当期において、投資先の

株式等に対する投資損失に備える

必要が生じたため、当該会社の財

政状態を勘案して必要額を計上し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップのうち、特例処理

の要件を満たしているものについ

ては、特例処理を採用しておりま

す。 

─────  

  

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップのうち、特例処理

の要件を満たしているものについ

ては、特例処理を採用しておりま

す。 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の利息 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の利息 

 (3）ヘッジの方針  (3）ヘッジの方針 

  支払利息の変動金利リスクを回

避し、支払利息のキャッシュフロ

ーを固定化する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。 

  支払利息の変動金利リスクを回

避し、支払利息のキャッシュフロ

ーを固定化する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。 

 (4）ヘッジの有効性評価方法  (4）ヘッジの有効性評価方法 

  金利スワップの特例処理の要件

を満たしているため、有効性の評

価を省略しております。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象額につ

いて、それぞれの既に経過した期

間におけるキャッシュ・フロー累

計額を比較して有効性の判断を行

っております。 

 なお当事業年度末において、ヘ

ッジ対象の借入金はありません。 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

 ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税引前中間純利益

は159,504千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額

から直接控除しております。  

 ────── 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「短期貸付金」は、当中間会計期間より資産総額の100分の５

を超えたため区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間におけ

る流動資産「その他」に含まれている「短期貸付金」は、6,268千円

であります。 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しておりました「破産更生債権等」は、重要性が増したため当中間

会計期間より区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間におけ

る投資その他の資産の「その他」に含まれている「破産更生債権

等」は、18,985千円であります。  

 前中間会計期間まで投資その他の資産の「投資有価証券」に含め

て表示しておりました「関係会社株式」は、重要性が増したため当

中間会計期間より区分掲記いたしました。なお、前中間会計期間に

おける「投資有価証券」に含まれている「関係会社株式」は、

393,477千円であります。 

  



追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

（賞与引当金） 

 当社は、当事業年度より従業員賞与の支給

対象期間を以下のとおり変更いたしました。 

 変更前 10月１日～３月31日→６月支給 

     ４月１日～９月30日→12月支給 

 変更後 12月１日～５月31日→６月支給 

     ６月１日～11月30日→12月支給 

 この結果、６月支給見込分のうち当中間会

計期間に帰属する従業員賞与を賞与引当金と

して計上しております。この変更による損益

への影響はありません。 

  

（不適当な合併等による猶予期間について）

 当社は平成15年３月１日付で㈱トラストワ

ークと合併しましたが、㈱大阪証券取引所か

ら、当社は実質的な存続会社ではなく「不適

当な合併等」に該当するため、猶予期間銘柄

に割り当てられております。当社は現在、同

取引所に対して猶予期間解除申請を行ってお

り、適合審査中です。猶予期間満了の平成18

年９月30日までに上場審査基準に準じた基準

に適合しない場合、監理ポストないし整理ポ

ストに割り当てられ、上場廃止となるおそれ

があります。  

（不適当な合併等による猶予期間について）

 同左 

 ──────  ────── （外形標準課税）  

「地方税等の一部を改正する法律」（平成15

年法律第９号）が平成15年３月31日に公布さ

れ、平成16年４月１日以後に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入されたことに

伴い、当事業年度から「法人事業税における

外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16年２月13日

企業会計基準委員会実務対応報告第12号）に

従い、法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上して

おります。この結果、販売費及び一般管理費

が、23,669千円増加し、営業利益、経常利益

が同額減少し、税引前当期純損失が同額増加

しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年３月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

前事業年度 
（平成17年９月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 89,483千円  100,097千円  86,081千円 

※２ 担保差入資産 ※２ 担保差入資産 ※２ 担保差入資産 

現金及び預金 59,675千円 

 計 59,675千円 

現金及び預金 59,686千円 

 計 59,686千円 

現金及び預金 59,678千円 

 計 59,678千円 

上記に対する債務 上記に対する債務           ― 上記に対する債務 

１年以内返済予定長
期借入金 

102,132千円 

長期借入金 26,680千円 

 計 128,812千円 

  １年以内返済予定長
期借入金 

10,100千円 

 計 10,100千円 

※３ 消費税等の取扱い ※３ 消費税等の取扱い ※３     ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「未払消費税等」と

して表示しております。 

同左   

  



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 2,432千円 

受取手数料 3,000千円 

保険解約益 923千円 

受取利息 2,512千円 

受取手数料 6,971千円 

   

受取利息 36,348千円 

受取手数料 18,360千円 

保険解約益 4,123千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,313千円 

新株発行費  20,320千円 

支払手数料 1,466千円 

支払利息 3,304千円 

新株発行費  5,332千円 

社債発行費 26,745千円 

支払利息 8,027千円 

新株発行費 21,404千円 

支払手数料 2,452千円 

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益  275,699千円 

貸倒引当金戻入益 160,630千円 

 なお、貸倒引当金戻入益のうち999,430 

千円は、関係会社に対する債権回収による

ものであります。 

投資有価証券売却益  32,196千円 

関係会社株式売却益  9,782千円 

貸倒引当金戻入益 1,030,754千円 

投資損失引当金戻入益 150,000千円 

投資有価証券売却益 299,431千円 

※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損 23,765千円 

関係会社株式評価損 135,798千円 

投資有価証券売却損 21,468千円 

建設協力金償却 46,000千円 

投資有価証券評価損 14,499千円 

関係会社出資金評価損 5,999千円 

投資有価証券売却損 5,203千円 

減損損失 159,504千円 

投資有価証券評価損 77,188千円 

関係会社株式評価損 357,748千円 

投資有価証券売却損 49,734千円 

建設協力金償却 64,381千円 

投資損失引当金繰入額 150,000千円 

貸倒引当金繰入額 3,986,041千円 

※５      ────── ※５ 減損損失 ※５      ────── 

    当社は、当中間会計期間において以下のと

おり減損損失を認識しました。  

（減損損失を認識した資産及び減損損失の金

額） 

（資産のグルーピングの方法）          

  当社は、製品やサービスの性質、市場の類

似性等を勘案し、事業の種類別セグメントを

基礎として、ＩＴセキュリティ事業、ゼネラ

ルアウトソーシング事業、セールスアウトソ

ーシング事業、共用資産の各別に資産のグル

ーピングを行っております。  

場所 用途 種類 
金額 

（千円）

札幌市

中央区

他 

ＩＴセキュ

リティ事業

開発用設備

工具器具備品

ソフトウェア

商標権 

793

20,041

292

 小計 21,128

東京都

新宿区

他 

セールスア

ウトソーシ

ング事業営

業用備品等

建物附属設備

工具器具備品

ソフトウェア

18,631

18,671

36,525

 小計 73,828

札幌市

中央区

他 

共用資産管

理用設備他

建物附属設備

工具器具備品

ソフトウェア

リース資産 

9,838

13,090

19,257

22,362

 小計 64,548

     合計 159,504

  

 



前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 ────── 

  

（減損損失の認識に至った経緯）          

  当社は、平成17年10月３日に平成電電㈱の

民事再生手続開始の申立てがあったことによ

り、前事業年度において大幅な当期純損失を

計上しました。当中間会計期間においても、

当社の資産が使用されている事業に関連し

て、経営環境の悪化が未だ一部継続してお

り、当社の資産に減損が生じている可能性が

存在しておりました。        

  当社は、資産のグルーピングを行ったの

ち、資産グループから得られる割引前将来キ

ャッシュ・フローの総額と帳簿価額との比較

を行いましたが、前者が後者を下回る資産グ

ループがあったことから、これらの資産グル

ープについて減損損失を認識することとしま

した。     

（回収可能価額の算定方法）          

  回収可能価額については正味売却価額によ

り測定しております。 

 償却性資産については、減価償却計算に用

いられる税法規程等に基づく残存価額を正味

売却価額として算定しております。 

 ────── 

  

 ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額  ６ 減価償却実施額 

有形固定資産 11,054千円 

無形固定資産 57,818千円 

有形固定資産 13,391千円 

無形固定資産 21,611千円 

有形固定資産 26,596千円 

無形固定資産 109,109千円 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

前中間会計期間（平成17年３月31日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間（平成18年３月31日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（平成17年９月30日現在） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 １株当たり情報注記は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

前中間会計期間 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引に係る注記 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

中間期末 

残高相当

額 

工具器具

備品 
82,804 47,809 34,995 

ソフトウ

ェア 
5,467 3,006 2,460 

合計 88,271 50,816 37,455 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

減損損

失累計

額相当

額 

中間期

末 

残高相

当額 

工具器具

備品 
42,884 23,983 18,543 357 

ソフトウ

ェア 
15,311 11,319 3,818 172 

合計 58,195 35,302 22,362 530 

（単位：千円）

 
取得価

額相当

額 

減価償

却累計

額相当

額 

期末 

残高相当

額 

工具器具

備品 
45,992 22,070 23,921 

ソフトウ

ェア 
15,311 9,788 5,522 

合計 61,303 31,858 29,444 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額等 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 14,702千円 

１年超 23,643千円 

合計 38,346千円 

１年内 13,012千円 

１年超 10,630千円 

合計 23,643千円 

リース資産減損
勘定の残高  22,362千円 

１年内 13,194千円 

１年超 17,071千円 

合計 30,265千円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

  

  

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額、支払利息

相当額及び減損損失 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 10,236千円 

減価償却費相当額 9,613千円 

支払利息相当額 576千円 

支払リース料 6,981千円 

リース資産減損勘
定の取崩額  

―千円 

減価償却費相当額 6,552千円 

支払利息相当額 429千円 

減損損失  22,362千円 

支払リース料 16,377千円 

減価償却費相当額 15,350千円 

支払利息相当額 1,025千円 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成17年10月１日 

至 平成18年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年10月１日 

至 平成17年９月30日） 

（資本準備金の減少）  

 当社は、平成17年５月20日開催の臨時株主

総会において商法第289条第２項の規定に基

づき資本準備金の減少について決議いたしま

した。 

 これにより、法定手続が完了したときに、

「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する

会計基準」(企業会計基準第１号)に基づき、

2,950,599千円をその他資本剰余金に計上い

たします。 

当該資本準備金の減少に関する事項の概

要は、連結財務諸表の（重要な後発事象）注

記事項に記載のとおりであります。 

当該新株予約権等の発行に関する事項の

概要は、連結財務諸表の（重要な後発事象）

注記事項に記載のとおりであります。 

  

(第三者割当増資の引受)  

 当社は、平成17年５月26日開催の取締役会

において、オムニトラスト・ジャパン株式会

社が第三者割当増資により発行する新株の引

受を決議し、平成17年６月７日に払込みを完

了しております。 

当該第三者割当増資の引受に関する事項

の概要は、連結財務諸表の（重要な後発事

象）注記事項に記載のとおりであります。 

（第三者割当による新株式の発行） 

 当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株式の発行につ

いて決議いたしました。 

  なお、詳細については、「１．中間連結財

務諸表等 注記事項（重要な後発事象）第三

者割当による新株式の発行」に記載のとおり

であります。 

  

（第三者割当による新株予約権の発行） 

 当社は、平成18年３月27日開催の取締役会

において第三者割当による新株予約権の発行

について決議いたしました。 

  なお、詳細については、「１．中間連結財

務諸表等 注記事項（重要な後発事象）第三

者割当による新株予約権の発行」に記載のと

おりであります。 

  

（新株予約権の権利行使による新株発行） 

 当社は、平成18年５月９日及び10日に平成

18年３月27日取締役会決議に基づく新株予約

権の権利行使により、次のとおり新株を発行

しております。  

 なお、詳細については、「１．中間連結財

務諸表等 注記事項（重要な後発事象）新株

予約権の権利行使による新株発行」に記載の

とおりであります。 

（転換社債型新株予約権付社債の発行及び新

株予約権の行使） 

  当社は、平成17年11月９日開催の取締役会

において2008年満期円建転換社債型新株予約

権付社債の発行を決議しました。 

  なお、詳細については、連結財務諸表にお

ける「（重要な後発事象）１．転換社債型新

株予約権付社債の発行及び新株予約権の行

使」に記載のとおりであります。 

  

（子会社の設立） 

  当社は、平成17年11月29日開催の取締役会

において、当社事業とのシナジー効果が見込

まれる企業との間でファンドを通じた業務・

資本両面のアライアンスを形成することによ

り、当社グループ事業領域の拡大を図るた

め、当社全額出資により子会社を設立し、新

たに投資事業を開始することを決議いたしま

した。 

  なお、詳細については、連結財務諸表にお

ける「（重要な後発事象）２．子会社の設

立」に記載のとおりであります。 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(１) 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号、第12号及

び第19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発

生）の規定に基づくもの  

平成17年10月３日 

北海道財務局長に提出 

(２) 臨時報告書の訂正報告書  (１)の臨時報告書に係る訂正報告書であります。  
平成17年10月11日 

北海道財務局長に提出 

(３) 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定

に基づくもの   

平成17年10月11日 

北海道財務局長に提出 

(４) 臨時報告書の訂正報告書  (３)の臨時報告書に係る訂正報告書であります。  
平成17年11月７日 

北海道財務局長に提出 

(５) 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定

に基づくもの    

平成17年11月７日 

北海道財務局長に提出 

(６) 臨時報告書  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第２号

（新株予約権証券の発行）の規定に基づくもの  

平成17年11月９日 

北海道財務局長に提出 

(７) 
有価証券報告書及びその添付書

類  

事業年度 自 平成16年10月１日 

(第８期) 至 平成17年９月30日  

平成17年12月26日 

北海道財務局長に提出 

(８) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号（営業若し

くは事業の譲渡若しくは譲受けに係る契約の締結）の規定に基づく

もの   

平成18年２月９日 

北海道財務局長に提出 

(９) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態

及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定に基づくも

の 

平成18年２月９日 

北海道財務局長に提出 

(10) 
有価証券届出書及びその添付書

類 
株式の発行に基づく募集  

平成18年３月27日 

北海道財務局長に提出 

(11) 臨時報告書 
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び第２項第２号

（新株予約権証券の発行）の規定に基づくもの   

平成18年３月27日 

北海道財務局長に提出 

(12) 有価証券届出書の訂正届出書  (10)の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。  
平成18年４月６日 

北海道財務局長に提出  

(13) 臨時報告書の訂正報告書  (８)の臨時報告書に係る訂正報告書であります。  
平成18年４月６日 

北海道財務局長に提出  

(14) 臨時報告書の訂正報告書   (11)の臨時報告書に係る訂正報告書であります。  
平成18年４月６日 

北海道財務局長に提出  

(15) 臨時報告書  

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号

（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定

に基づくもの      

平成18年５月25日 

北海道財務局長に提出  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書

   平成１７年６月１３日 

株式会社 オ ー プ ン ル ー プ    

  取  締  役  会      御  中  

 監査法人 ト ー マ ツ  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 湯佐 富治  印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 広瀬  勉  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社オープンループの平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０

日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを 

求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適

用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オープンループ及び連結子会社の平成１７年３月

３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１６年１０月１日か

ら平成１７年３月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

追記事項 

（重要な後発事象）資本準備金の減少に記載されているとおり、会社は平成17年5月20日開催の

臨時株主総会において資本準備金2,950,599千円を取り崩し、1,671,018千円を資本の欠損に充

当することを決議した。また、（重要な後発事象）新株予約権の発行に記載されているとお

り、会社は平成17年5月20日開催の臨時株主総会において株主以外の者に対し特に有利な条件で

新株予約権の発行を決議し、平成17年5月26日開催の取締役会において新株予約権の割当を行な

った。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

   平成１８年６月２６日 

株式会社 オ ー プ ン ル ー プ    

  取  締  役  会      御  中  

 ビーエー東京監査法人  

 
代 表 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 原 伸之  印 

 業務執行社員  公認会計士 若槻  明  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社オープンループの平成17年10月１日から平成18年9月30日までの連結会計

年度の中間連結会計期間(平成17年10月1日から平成18年3月31日まで)に係る中間連結財務諸表、

すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャ

ッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し

て投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用

して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間

連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社オープンループ及び連結子会社の平成18年3月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年10月１日から平成18年3

月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会計

年度において4,305,694千円の当期純損失を計上し、当中間連結会計期間においても298,002千

円の営業損失及び332,509千円の経常損失を計上しており、また、営業活動によるキャッシ

ュ・フローについても前連結会計年度782,108千円及び当中間連結会計期間348,945千円と連続

してマイナスとなっており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に

対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映していない。  

(2) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中

間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により

中間連結財務諸表を作成している。 

(3) 重要な後発事象に第三者割当による新株式の発行、第三者割当による新株予約権の発行及び

新株予約権の権利行使による新株発行に関する記載がある。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

   平成１７年６月１３日 

株式会社 オ ー プ ン ル ー プ    

  取  締  役  会      御  中  

 監査法人 ト ー マ ツ  

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 湯佐 富治  印 

 
指 定 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 広瀬  勉  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている株式会社オープンループの平成１６年１０月１日から平成１７年９月３０

日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日ま

で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行

われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務

諸表の作成基準に準拠して、株式会社オープンループの平成１７年３月３１日現在の財政状態及

び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日まで）

の経営成績の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記事項 

（重要な後発事象）資本準備金の減少に記載されているとおり、会社は平成17年5月20日開催の

臨時株主総会において資本準備金2,950,599千円を取り崩し、1,671,018千円を資本の欠損に充

当することを決議した。また、（重要な後発事象）新株予約権の発行に記載されているとお

り、会社は平成17年5月20日開催の臨時株主総会において株主以外の者に対し特に有利な条件で

新株予約権の発行を決議し、平成17年5月26日開催の取締役会において新株予約権の割当を行な

った。 

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書

   平成１８年６月２６日 

株式会社 オ ー プ ン ル ー プ    

  取  締  役  会      御  中  

 ビーエー東京監査法人  

 
代 表 社 員 

業務執行社員 
 公認会計士 原 伸之  印 

 業務執行社員  公認会計士 若槻  明  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社オープンループの平成17年10月１日から平成18年9月30日までの第9期事

業年度の中間会計期間(平成17年10月1日から平成18年3月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわ

ち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行

われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務

諸表の作成基準に準拠して、株式会社オープンループの平成18年3月31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間(平成17年10月１日から平成18年3月31日まで)の経営成績に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

(1) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前事業年度

において4,436,207千円の当期純損失を計上し、当中間会計期間においても305,657千円の営業

損失及び332,879千円の経常損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映してい

ない。 

(2) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、当中間会

計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務

諸表を作成している。 

(3) 重要な後発事象に第三者割当による新株式の発行、第三者割当による新株予約権の発行及び

新株予約権の権利行使による新株発行に関する記載がある。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

（半期報告書提出会社）が別途保管しております。 
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